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第１ 監察事項及び対象機関 

 

 平成２５年度監察基本計画に基づき、以下により監察を実施した。 

 

（１）監察事項 

①１．入札談合等関与行為の再発防止の取組 

①２．国家公務員倫理その他のコンプライアンス徹底に関する取組 

②  大規模災害発生時の対応に関する取組 

  

（２）対象機関 

監察事項①１：全地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局 

監察事項①２：東北、関東、中部及び中国の各地方整備局並びに北陸信越、

中部、近畿及び九州の各地方運輸局 

監察事項② ：東北、関東、中部及び中国の各地方整備局、北陸信越、中

部、近畿及び九州の各地方運輸局並びに内閣府沖縄総合

事務局 
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第２ 対象機関毎の担当監察官及び現地監察実施期間 

 

表１ 地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局 

対象機関 担当監察官 実施期間 

東北地方整備局  総括監察官 松𦚰 達朗 １１月１３日から 

 本局    監察官   渡辺 淳一 １１月１５日まで 

 岩手河川国道事務所 監察官   浮谷 高司  

監察官   小竹 利明  

関東地方整備局  総括監察官 松𦚰 達朗 １０月 ７日から 

 本局    監察官   高橋 宏幸 １０月 ９日まで 

 高崎河川国道事務所 監察官   浮谷 高司  

監察官   小竹 利明  

北陸地方整備局  総括監察官 松𦚰 達朗 １０月２８日から 

 本局     監察官   村田 誠 １０月３０日まで 

 伏木富山港湾事務所 監察官   浮谷 高司  

 

中部地方整備局  総括監察官 松𦚰 達朗 ９月１０日から 

 本局           監察官   村田 誠 ９月１２日まで 

 清水港湾事務所 監察官   浮谷 高司  

監察官   渡辺 淳一  

近畿地方整備局  総括監察官 松𦚰 達朗 １１月 ６日から 

 本局           上席監察官 宇随 幸雄 １１月 ８日まで 

 姫路河川国道事務所 監察官   小澤 雅幸  

 

中国地方整備局  総括監察官 松𦚰 達朗 １１月１８日から 

 本局           監察官   村田 誠 １１月２０日まで 

 山口河川国道事務所 監察官   浮谷 高司  

監察官   小竹 利明  

四国地方整備局  総括監察官 松𦚰 達朗 ７月１０日から 

 本局           監察官   榊原 佳広 ７月１２日まで 

 香川河川国道事務所 監察官   浮谷 高司  
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九州地方整備局  総括監察官 松𦚰 達朗 １０月１６日から 

 本局           上席監察官 宇随 幸雄 １０月１８日まで 

 大分河川国道事務所 監察官   渡辺 淳一  

 

北海道開発局   総括監察官 松𦚰 達朗 ９月２４日から 

 本局      監察官   小澤 雅幸

監察官   浮谷 高司 

９月２６日まで 

 小樽開発建設部  

 

内閣府沖縄総合事務局   総括監察官 松𦚰 達朗 ９月 ３日から 

 本局 監察官   榊原 佳広 ９月 ４日まで 

 監察官   小竹 利明  

監察官   中庄司勇次  

 

 

表２ 地方運輸局 

対象機関 担当監察官 実施期間 

北陸信越運輸局  総括監察官 松𦚰 達朗 ９月１９日から 

本局 監察官   杉山 忠継 ９月２０日まで 

監察官   中庄司勇次  

 

中部運輸局  総括監察官 松𦚰 達朗 １０月 １日から 

本局    監察官   夏井 君夫 １０月 ２日まで 

監察官   中庄司勇次  

 

近畿運輸局  総括監察官 松𦚰 達朗 ７月２５日から 

本局     監察官   福澤 隆志 ７月２６日まで 

監察官   中庄司勇次  

 

九州運輸局  総括監察官 松𦚰 達朗 ６月２７日から 

本局 監察官   内山 正人 ６月２８日まで 

監察官   中庄司勇次  
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第３ 監察結果 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 国土交通行政の円滑な推進を図るためには、綱紀を保持するとともに、行政の効率

性及び透明性を高め、国民の信頼を確保することが必要である。 

 

（１）「高知県内における入札談合事案に関する調査報告書」（平成２５年３月１

４日）の再発防止対策を踏まえ、入札談合等関与行為の再発を確実に防止する観

点から、組織を挙げて取り組む必要がある。また、国家公務員倫理を始めとする

コンプライアンスの徹底についても、昨年度までも監察事項としてきたが、引き

続き各地方支分部局において徹底した取組を進めることが必要である。 

 

（２）平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災や度重なる豪雨災害により大き

な被害を受けたことを踏まえ、大規模災害の発生に備え、常日頃から、対応体制

や関係機関との協力・連携体制を整えているか等の各地方支分部局の取組状況を

昨年度も監察事項としたが、引き続き取組を進めることが重要である。 

 

このような状況を踏まえ、平成２５年度においては、 

①入札談合等関与行為の再発防止その他のコンプライアンスの徹底に関する取組 

②大規模災害発生時の対応に関する取組 

に関する監察を実施した。 

 

なお、本報告書は監察実施期間における監察内容を踏まえたものとしているが、以

下に掲げた提示意見に対しては、各監察対象機関において順次適切な措置を講じてい

る。 
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Ⅱ．入札談合等関与行為の再発防止その他のコンプライアンスの徹底に関する取組 

 

１．報 告 

 

（１）趣 旨 

国家公務員倫理法等に関する取組に係る監察については、これまで、 
・平成２１年度及び２２年度は、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備状

況、国家公務員倫理法等に基づく届出等の処理状況、職員からの相談への対応状況 
・平成２３年度は、国家公務員倫理法等の施行・運用状況、周知状況、国家公務員倫

理法等に抵触すると思われる行為に係る情報があった場合の対応及び職員の倫理

の保持に関する幹部職員の取組状況 
・平成２４年度は、国家公務員倫理法等の施行・運用状況、周知状況、国家公務員倫

理法等に抵触すると思われる行為に係る情報があった場合の対応及び職員の倫理

の保持に関する幹部職員の取組状況、コンプライアンスの各種対応窓口設置等の状

況、コンプライアンス・ミーティングの実施状況及びコンプライアンス徹底のため

の局としての独自の取組等 
について実施してきたところである。 
  
 平成２４年１０月には、高知県内の直轄事務所における入札談合等関与行為に対す

る公正取引委員会からの改善措置要求及び要請を受け、これに関与した地方整備局職

員が懲戒処分を受けることとなった。 

  
この事案に関しては平成２５年３月「高知県内における入札談合事案に関する調査

報告書」（以下「高知県内事案報告書」という。）の中で再発防止対策が取りまとめ

られた。これについては組織をあげて取り組まなければならないことから、平成２５

年度においては、全地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局（以下「沖縄

総合事務局」という。）における同報告書の再発防止対策に係る取組状況について監

察することとした。 

また、昨年度、コンプライアンスに関する監察は約半数の地方機関を対象に行った

ため、昨年、対象としなかった東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、

中国地方整備局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局について

は、昨年度の監察事項も監察項目に加えることとした。さらに、すべての監察対象機

関について、職員の倫理の保持に関する幹部職員の取組状況の中で、従来は局長・所

長と事務系幹部職員のみにヒアリングを行っていたが、前述の高知の入札談合事案を

踏まえ、工事の積算、施工管理や入札契約等の技術面について担当している技術系幹
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部職員もヒアリング対象に加えて監察を実施した。 

その結果は、次のとおりであり、各監察対象機関においては、入札談合事案再発防

止対策、国家公務員倫理法等の周知、コンプライアンス指導者の養成や事務処理に的

確に取り組み、全般としては、コンプライアンスの徹底に努める姿勢が見られ、他機

関への横展開を推奨すべき工夫した事例が見られる一方、取組の効果を検証しさらな

る改善を図る努力が必要な部分も一部に見られた。 
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（２）高知県内事案報告書の再発防止対策に係る取組 

１）高知県内における入札談合事案の概要と経緯 

平成２４年９月、高知県内における国土交通省（高知河川国道事務所、土

佐国道事務所及び高知港湾・空港整備事務所）の土木工事発注に関し、公正

取引委員会は、独占禁止法に基づく事業者に対する排除措置命令・課徴金納

付命令の前提となる事前通知を行った。 

同年１０月１７日、公正取引委員会から国土交通省に対し、入札談合等関

与行為防止法に基づく改善措置要求が行われた。その主な内容は、 

・土佐国道事務所及び高知河川国道事務所の副所長が、それぞれ当該事務所

発注の土木工事に関し、遅くとも平成１０年４月１日以降、建設業者代表

取締役社主の求めに応じ、①入札参加予定者、②業者ごとの総合評価の点

数、③予定価格等を教示。 

・事業者らが、その情報に基づき、受注予定者を決定して入札するなどの談

合行為を繰り返していた 

というものである。 

また、同日、公正取引委員会審査局長から当省大臣官房長あてに、法律上

の改善措置要求に加えて、要請が行われた。その主な内容は、 

・国土交通省は、入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置要求が今回で

３度目になることを踏まえて、省全体として再発を確実に防止するために

効果的な改善措置を求める 

としたものである。 

なお、国土交通省においては、平成２４年９月７日に「高知県内における

入札談合事案に係る再発防止対策検討委員会」を設置し、有識者委員の指導

を得て、その実態解明と再発防止対策等の検討を行い、本件事案に関する調

査結果とこれを踏まえた省全体としての再発防止対策を平成２５年３月に

取りまとめた。 

 

２）再発防止対策 

国土交通省として、高知の入札談合事案を、単に一整備局の一部の事務所

の起こした不祥事、あるいは高知県の一部の建設業者が引き起こした問題と

して矮小化することなく、全職員が自らの問題として捉えた上で、組織全体

で、再発を確実に防止するために効果的な措置を講ずる必要があることか

ら、再発防止対策検討委員会による事象の要因・背景の分析を踏まえ、入札

契約に関する業務についての不正行為の防止を、職員個人の責任に委ねるの

でなく、地方局トップを先頭に、組織全体で不正行為の芽を小さいうちに摘
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み取り、防止する組織風土に変えていく措置、また、高知の入札談合事案を

踏まえた地方局全体の総点検とこれまでの談合事件等の不正事案を契機と

して講じてきた再発防止対策の効果の検証を踏まえ、以下の再発防止対策を

講ずることとした。 

１ コンプライアンス推進の強化 

(1) 地方整備局ごとにコンプライアンス推進本部を設置 

(2) コンプライアンス・アドバイザリー委員会の設置 

(3) 違法性の認識に関する研修の徹底 

(4) 意識改革に向けた取組 

(5) 不当な働きかけに対する報告の徹底 

(6) 地方整備局幹部への任用前における適格性の厳正な評価 

２ 入札契約手続きの見直しと情報管理の徹底 

(1) 予定価格作成時期の後倒し等不正が発生しにくい制度への見直し 

(2) 総合評価落札方式における評価の厳正な運用 

(3) 情報管理の徹底 

３ ペナルティの強化 

(1) 談合業者のうち首謀者に対する違約金の引き上げ 

(2) 誓約書の提出者に対する措置の強化 

４ 再発防止策の実施状況及び実効性の定期的検証 

(1) コンプライアンス推進本部によるモニタリング等 

(2) 事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開の強化 

(3) 抜き打ち本省特別監察の実施 

(4) 談合疑義案件に対する厳正な対応 

５ 再就職の自粛要請 

６ 再発防止対策の周知 

 

各地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局における、１(6)、３(1)(2)、４

(3)を除くこれらの取組の実施状況について監察した。 

 

３）入札談合行為防止対策への取組状況 

①コンプライアンス推進本部等の設置・運営の状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「地方整備局長を本部長とするコンプライアンスに関する事項を審議・推進

する機関を設置するものとする。コンプライアンス・内部統制を強化するため
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の年度推進計画の策定、推進状況の点検・分析及びその結果を取り組みに反映

させることによる継続的な改善を図る。 

このため、コンプライアンス推進本部は、地方局幹部が行う日々の業務管理

の一環として、毎月１回以上開催し、これに参画させる事務所長が行うコンプ

ライアンスの推進状況の報告を受け、再発防止対策等の取組について検証・指

導を行うものとする。 

また、コンプライアンス推進本部の活動を補佐し、コンプライアンス・内部

統制業務を推進するための体制の整備（コンプライアンス推進室、各部署にコ

ンプライアンス推進責任者を配置）を行う。」 

 

コンプライアンス推進本部の設置については、平成２４年１１月９日官房長

通知により、各地方整備局及び北海道開発局に対し、日々の業務管理の一環と

して、毎月１回以上開催し、再発防止対策等コンプライアンスの推進を計画的

かつ継続的に検証・改善していくため、その設置を指示したところである。各

地方整備局において、同月に速やかに推進本部規則を策定し、１１月より活動

を開始していた（北海道開発局においては、平成２１年３月に局長をトップと

するコンプライアンス推進本部を既に設置するとともに、所要の活動を行って

いた）。活動内容としてはコンプライアンス推進室の設置、発注者綱紀保持規

程の改正、年次のコンプライアンス推進計画の策定、コンプライアンス・アド

バイザリー委員会の設置等の体制整備を行っていた。また、各事務所長等が推

進本部会議に参画し、各事務所のコンプライアンスの推進状況の報告を受ける

取組も漸次進めていた。 

特に、北陸地方整備局では、事務所長等のコンプライアンス推進本部への参

画を重視して、年度内に全ての事務所等からの報告を一巡させる計画で進めて

いた。北海道開発局、中部地方整備局及び四国地方整備局においても年度内に

全ての事務所長等から報告を受ける計画を進めていた。 

関東地方整備局では、平成２５年度中に全事務所長から、コンプライアンス

推進本部や本局の実施する一般監査において、各事務所における応札状況に対

する事務所長の所感をヒアリングすることとしており、事務所発注工事の落札

率や落札業者の傾向について事務所幹部が主体的に考える機会を設けていた。 

沖縄総合事務局においては、高知県内事案報告書の決定後に取組を開始して

おり、平成２５年３月に推進本部規則を決定し、その後コンプライアンス・ア

ドバイザリー委員会規則の策定など随時対策を進めていた。 

    

 ②年度推進計画の策定等状況 
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 各地方整備局及び北海道開発局において、平成２４年度、平成２５年度のコ

ンプライアンス推進計画（北海道開発局においては、平成２４年度はコンプラ

イアンス強化計画）を策定していた。沖縄総合事務局では、平成２５年度のコ

ンプライアンス推進計画を９月中旬にコンプライアンス・アドバイザリー委員

会に諮る予定で進めていた。 

 推進計画の実施状況については、各推進本部の会議において、事務所長等が

実施状況の報告を行い、また、定期的に進捗状況について本局に報告するなど

の取組を進めていた。さらに、各職員への浸透状況把握のため、アンケート調

査やｅ－ラーニングの活用によるチェックを行う取組や、これらの調査分析結

果を推進計画等にフィードバックする取組等がなされていた。 

近畿地方整備局においては、管内事務所を７ブロックに分割し、ブロック単

位でのコンプライアンスチーム会議（年３回）を開催したり、複数事務所の職

員が対等の立場で相互に取組状況をチェックし合うコンプライアンストレー

ニング（年３回）を開催したりしており、また、これには、本局から調査官や

適正業務指導官も参加し、コンプライアンスに関する積極的な意見の交換を実

施していた。各事務所等の職員一人一人の意識を高める取組を、きめ細かく、

丁寧に、そして継続的に実施してきていると言える。 

 

③コンプライアンス・アドバイザリー委員会の設置状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「地方整備局ごとに外部有識者で構成する委員会を設置し、業務運営につい

ての意見を反映させて改善を図るものとする。」 

 

各監察対象機関において、コンプライアンス・アドバイザリー委員会（北海

道開発局においてはコンプライアンス第三者委員会）が設置されており、未開

催であった沖縄総合事務局を除いては、コンプライアンス推進計画等に意見や

提案を反映させていた。四国地方整備局では、コンプライアンス・アドバイザ

リー委員の入札契約手続への理解促進のため、事務所において、入札・契約手

続運営委員会の模擬開催を視察する等を行っており、また、北海道開発局では、

コンプライアンス第三者委員会委員会メンバーが、開発建設部等を訪問し、取

組状況の説明を受けたり、実務担当者と意見交換を行ったりするなど、コンプ

ライアンス・アドバイザリー委員会又はコンプライアンス第三者委員会の委員

に現場の取組を知って頂くとともに現場職員と意見交換する機会を設けてい

る。 
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コンプライアンス・アドバイザリー委員会等の議事については、各地方整備

局と北海道開発局のホームページにて公表されていたが、公表内容は委員から

の質問や意見のみであった。コンプライアンス・アドバイザリー委員会等にお

いて、実際に回答した内容や、その後、実施した対応策があるならば、可能な

範囲でそれらを公表すると、国民にとって各地方局の前向きなコンプライアン

スの取組について理解を深める機会となるので、その方が好ましいと考えられ

る。 

 

④ホームページでの公表状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「地方整備局長をトップとするコンプライアンス推進本部によるモニタリン

グを実施するとともに、コンプライアンスに関する取り組みについてホームペー

ジで公表し、透明性の確保を図るものとする。」 

 

各地方整備局及び北海道開発局とも、ホームページにてコンプライアンス

への取組について公表していた。中国地方整備局と九州地方整備局ではトッ

プページの目立つ位置に大きいバナーを設けるなどの工夫により、容易に情

報へのアクセスが可能となっていた。北海道開発局はトップページの「お知

らせ」の中に「※コンプライアンスへの取組を掲載しました。」とリンクを

設けていた。また、四国地方整備局でもトップページに「コンプライアンス

の取組」とリンクを設けており、ワンクリックで情報ページへ移動できるよ

う工夫されていた。 

 

  ⑤違法性の認識の把握状況 

   高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「今回関与した副所長は、入札関連情報の漏洩について、守秘義務違反として

違法性の認識はあったものの、入札談合等関与行為防止法上の違法性の認識が薄

く、人事処分の重さ、刑事罰の対象となり得ること、共同不法行為としての損害

賠償請求対象となること等の認識が希薄だったと言わざるを得ない。また、研修

等を受講していても「身近な話と思わなかった」などその効果が浸透していなか

った面がある。」 

 

各地方整備局及び北海道開発局において、職員の入札談合等関与行為防止法上
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の違法性の認識の確認のためのセルフチェック等を行っていた。また、北海道開

発局、東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び九州地方整備局で

はｅ－ラーニングシステムを導入し、効率的に状況の把握を行っていた。また、

北海道開発局では、結果について、コンプライアンス通信やイントラネットの活

用、職場内ミーティングで周知するなど職場にフィードバックしていた。 

     

  ⑥研修の内容及び手法に関する取組状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

   「今後の研修の内容については、入札談合等関与行為が発覚しないことはあり

得ないこと及び入札談合に関与した職員に対しては厳正な懲戒処分、損害賠償請

求、刑事処罰等がなされることを十分に認識させることが必要である。 

また、研修の手法についても、一方的な講義方式ではなく、今回の事例を含む

具体事例を基にしながら、自分の身近な問題として研修生同士が質問、意見を出

し合って理解を深めるグループ討議方式、ｅ－ラーニングによるポイント学習方

式、理解度テストの活用等を積極的に採り入れる必要がある。」 

 

各地方整備局及び北海道開発局において、懲戒処分、損害賠償請求、刑事処罰

等に関する内容を含む講義・演習やグループ討議を導入した講義・演習が行われ

ていた。沖縄総合事務局では、違法性の認識に関する研修や、発注者綱紀保持に

関する研修を実施していた。東北地方整備局、関東地方整備局、中国地方整備局、

四国地方整備局及び九州地方整備局では、ワールドカフェ等研修員同士のグルー

プ討議を導入した取組が見られた。 

近畿地方整備局の特色ある取組として、コンプライアンス・ミーティングの題

材を、職員が身近な問題と感じ活発な意見交換ができるように、本局の適正業務

指導官チームが、具体の事例を基にしながら、様々な工夫を加え、「ストーリー

性」のある題材を作成していた。 

四国地方整備局では、平成２５年度コンプライアンス推進計画においてコンプ

ライアンス・ミーティングを毎月１回開催することとし、全員が参加できるよう

毎月複数回に分けて実施したり、欠席者は他の所属のミーティングへ参加させた

りすることにより、１００％の出席率を目指した努力と工夫をしていた。中国地

方整備局では、研修、コンプライアンス・ミーティングの参加率については「９

９％なら良い」というような「パーセンテージの仕事」はせずに、あくまで全員

が一人残らず参加することを目標にして、職員一人一人の研修受講履歴を作成

し、個人ごとの状況を把握していた。 
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中国地方整備局及び四国地方整備局の適正業務指導官は、相互に交流して、講

習会で講義を行い、現地の状況を直に聞くようにしていた。北陸地方整備局では、

本局担当者が事務所に出向き、国家公務員倫理や発注者綱紀保持に関する講義を

行う「出前講座」の取組により、各々の職員が複数回の研修等を受講できる体制

を確保していた。関東地方整備局では、自己の職責を認識し、自ら考えて社会的

要請に応えることのできる職員を育成するため、職員のスキルアップに力を入れ

ており、技術エキスパート制度や技術エキスパート研究会により、職員の技術的

専門知識と応用能力を向上させる活動を組織として積極的に推進していた。 

さらに、関東地方整備局では、発注者綱紀保持マニュアルについて、ポイント

となる事項をキャッチフレーズや事例等により分かりやすく説明するとともに、

過去における問題事例も引用しながら、職員が不祥事に手を染めた場合には、本

人、職場、家族へ多大な影響があることを解説し、職員に情報管理の徹底を促し

ていた。 

 

  ⑦何年か毎に繰り返し研修を受けられる体制づくりの状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「各地方局の研修と国土交通大学校の研修を有機的に連携させることにより、

研修対象定員を増やし、また、一人の職員が何年か毎に繰り返し倫理研修を受け

るような体制を作り、年月の経過とともに違法性の認識が希薄にならないように

する必要がある。」 

 

   北海道開発局、中部地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局及び九州地

方整備局では、局で行う全ての研修においてコンプライアンス関連の講義を原則

設けており、より多くの職員がコンプライアンス関連講義を受けられるようにし

ていた。他の地方整備局及び沖縄総合事務局においても、可能な限りにおいて研

修、コンプライアンス・ミーティング、出前講座などにより、職員が繰り返し研

修等を受けられる環境の整備に努めていた。 

  

⑧意識改革に向けた取組の状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「今回関与した副所長は、前任者の情報漏洩を指摘できないばかりか、自らも

同様の情報漏洩を引き受け、違法行為をかばい合うという結果に陥っていたと指

摘せざるをえない。このことを踏まえ、副所長の「業界対応窓口」としての役割
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の見直し（発注者綱紀保持規程においては、所長が責任者であり、所長ほか組織

としての対応の一環であるべき）、業者との接触ルールの明確化・徹底、部門別

の人事配置について専門性を踏まえつつできるだけ柔軟にするとともに、副所長

及び所長その他相談を受ける本局の幹部職員を対象にした研修、地方局幹部によ

る事務所等の現場職員との率直なコミュニケーションの機会の増加等を通じて、

今回の事案の発生の背景・原因を踏まえた抜本的な意識改革を行うことが必要で

ある。また、副所長室の可視化、大部屋化等を行うとともに、業者との対応は、

執務室の外に、オープンな接客室を設けて、外からも容易に見えるようにするな

ど「目に見える形」で職場環境の改善を実施するものとする。」 

 

-1 副所長の役割の見直し、業者との接触ルールの明確化・徹底の状況 

各監察対象機関で発注者綱紀保持規程により、個室での業者対応を禁止し、受

付カウンターなどのオープンなスペースで複数の職員による対応を行うように

ルール化していた。また、コンプライアンス・マニュアルや文書によりその運用

について具体的に説明し、理解の徹底に努めていた。 

 

-2 「目に見える形」での職場環境の改善の状況 

各監察対象機関で、局幹部が現地視察などで事務所等に出た際に事務所等の職

員とのコミュニケーションや意見交換を行うよう努めていた。特に北海道開発

局、中部地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局では局幹部が事務所等

へ出向く機会を積極的に増やし、本局、事務所等の意識の共有の強化に努めてい

た。 

また、各地方整備局及び北海道開発局で、各事務所等において副所長（北海道

開発局においては開発建設部次長）の個室の廃止と相部屋・大部屋化を進めてい

た。沖縄総合事務局ではドアの常時開放により可視化に取り組んでいた。 

 

  -3 副所長及び所長その他相談を受ける本局の幹部職員を対象とした研修等の

実施状況 

各地方整備局及び北海道開発局において、所長会議や副所長会議など、本局に

事務所等の幹部が集まる機会を捉えて、局幹部や外部講師から違法性の認識に関

する講話等を行い、啓蒙を進めており、また、管理職員向けの講習会、勉強会や

出前講座などを開催し、高知の入札談合事案の調査報告書の説明を局幹部、外部

講師により行っていた。 

東北地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局では、コンプライアン

ス・インストラクター制度やコンプライアンス指導員制度を積極的に活用し、事
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務所副所長の指導力向上に取り組んでいた。 

特に九州地方整備局では、事務所等で実施される講習会等で講師等として指導

する役割を担うコンプライアンス・インストラクターを、これまでも技術系職員

を含めて３４名養成していたが、新たに３８名を養成し、計７２名体制と拡充し、

講習会等の実施を充実させ、また、コンプライアンス・インストラクター研修を

開催した際の研修の様子をＤＶＤに収録し、各地整等に配布するなど広く活用し

ていた。 

 

⑨不当な働きかけに対する報告の状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「入札契約に関する業務についての不正行為の防止を、職員個人の判断だけに

ゆだねるのでなく、地方局トップを先頭に組織全体で不正行為の芽を小さいうち

に摘み取り、防止する組織風土に変えていくことが必要不可欠である。 

このため、入札契約に関する業務について事業者等から不当な働きかけを受け

た場合には、毅然と対応するとともに、その内容の記録、直属の上司及び組織管

理の責任者である局長への報告を義務づけるものとする。 

また、職員が組織内の不正行為に気付いた場合においても、同様に、直属の上

司及び局長への報告を義務づけるものとする。 

このことを徹底させるため、地方局の局長自らが管下の全職員に呼びかけるも

のとする。」 

 

-1 入札契約に関する業務について事業者等からの不当な働きかけに関する記

録、局長への報告の状況 

各地方整備局及び北海道開発局において、不当な働きかけに対する伝達経路に

ついて、発注者綱紀保持規程、発注者綱紀保持マニュアルに明示化されており、

コンプライアンス・ミーティングやコンプライアンスカードなどの工夫により職

員への周知を図っていた。沖縄総合事務局においては、発注者綱紀保持規程の改

正が遅れていたが、今後コンプライアンス推進計画やコンプライアンス推進マニ

ュアルなどの整備と併せて進める予定としていた。 

 

-2 組織内の不正行為の気づきに関する局長への報告の状況 

各監察対象機関ともに内部からの報告の実績は無かった。 
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⑩予定価格作成時期の後倒し等不正が発生しにくい制度への見直しの状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「予定価格の作成を入札書の提出後に行うこととするとともに、入札書と技術

提案書を同時に提出させることとする。 

また、積算業務と技術審査・評価業務の分離体制を確保することにより、両者

の情報を知る機会や知る者の数を限定し、情報漏洩の防止を図るものとする。 

技術提案書における業者名のマスキングについては、これまでも実施されてき

たところであるが、今回の入札書と技術提案の同時提出、情報管理の徹底等不正

が発生しにくい制度への見直しに取り組む中で、企業名のマスキングの必要性に

ついて過度な事務負担となっていないか検証していく必要がある。」 

 

-1 入札書と技術資料の同時提出方式の試行の状況 

「高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手続きの見直しに係る試行の

実施について」（平成２４年１２月２８日各地方整備局及び北海道開発局あて地

方課長等通知）において、２４年度（困難な場合は２５年度早期）に施工能力評

価型方式を適用する工事で、３億円未満の一般土木工事（＝事務所発注）を対象

に各事務所１件実施することを通知している。各監察対象機関においては、平成

２４年１２月から平成２５年１月にかけて、「高知県内の入札談合事案を踏まえ

た入札契約手続きの見直しに係る試行工事の実施について」により事務所等へ指

示し、各事務所等１件以上の試行に取り組んでいた。四国地方整備局においては、

平成２５年６月以降、各事務所（港湾空港関係を除く）における３億円未満の発

注工事全てについて試行するなど積極的に取り組んでいた。 

また、試行開始時点では入札契約システムが、同時提出方式に対応していなか

ったが、同時提出方式に対応した入札契約システムを平成２５年１１月１９日よ

り運用開始している。北海道開発局では、過去の不祥事事案を踏まえ、従前より

予定価格の作成時期を入札締切後に実施し、開札後に技術審査を行う取組や、技

術提案の審査において企業名のマスキングを行って審査する取組を試行してき

ていた。 

    

  -2 入札契約手続運営委員会の状況 

マスキングについては「高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手続きの

見直しに係る試行の実施について」（平成２４年１２月２８日各地方整備局及び

北海道開発局あて地方課長等通知）により指示している。各監察対象機関で行う

入札・契約手続運営委員会等において配布される資料について、マスキング等に
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より、委員に業者名が分からない形で技術資料及び施工計画の審査が行われ、委

員会終了後に資料の回収などを行っていた。 

また、マスキング作業が現場発注担当職員の過度な事務負担につながっていな

いかという点については、入札書と技術資料の同時提出や情報管理の徹底など、

不正が発生しにくい制度の導入にともない、真にマスキングが必要な書類にのみ

対象を限定するなど、本省の担当部局において、今後の方針について、各地方整

備局、北海道開発局の試行結果等を踏まえて、検討を行うことが必要である。 

 

  -3 積算及び技術評価の両者の情報を知る者の限定等の状況 

監察を行った各事務所等で積算と技術評価の両方の情報を知る者の限定が行

われており、知る時期の後倒しが行われていた。予定価格の算出は、入札締切後

としており、また、予定価格の作成や予定価格調書の作成は管理職が行っていた。 

一方、情報を知る者が限定されることによって、当該職員の責任や負担が増大

することに対する懸念も一部見られた。 

 

⑪総合評価落札方式における評価の加点の対象外とする運用の状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「談合業者に係る総合評価落札方式における評価については、談合により受注

した工事に係る施工実績、工事成績及び優良表彰は、加点の対象としないものと

する。 

なお、他の発注機関が発注した工事に係る談合についても同様の扱いとし、公

正取引委員会等に情報提供の協力を求めつつ、厳正な運用に努めるものとする。」 

 

「高知県内の入札談合事案を踏まえた総合評価落札方式における評価の厳正

な運用に係る当面の対応について」（平成２５年２月６日大臣官房地方課公共工

事契約指導室長、技術調査課建設技術調整官事務連絡３月１３日一部改正）が四

国地方整備局に対し発出されており、同整備局では、談合期間中に受注した工事

に係る施工実績、工事成績及び優良表彰は、総合評価落札方式における加点の対

象としないよう指示しており、同整備局内において周知されていた。 

 

⑫予定価格等の管理方法及び管理責任者に関する明確化・ルール化等の状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「予定価格、調査基準価格、総合評価の評価点数、入札参加予定者名などの機
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密情報に関する管理方法及び管理責任者について明確化・ルール化を行うものと

する。 

また、機密情報が含まれる文書の保管に当たっては、電子データとして保管す

る場合にはアクセス制限、パスワード管理等技術的セキュリティの強化を図るな

ど情報管理の徹底を図るものとする。」 

 

情報管理の徹底については、各監察対象機関で「高知県内の入札談合事案に関

する調査報告書を踏まえた再発防止対策の徹底について」（平成２５年３月２９

日大臣官房人事課長、地方課長、技術調査課長、官庁営繕部計画課長、北海道局

総務課長、予算課長通知）に基づきルールの制定及び通知が行われていた。また、

各地方整備局及び北海道開発局では発注者綱紀保持規程において、局長、事務所

長（北海道開発局にあっては局長、開発建設部長及び事務所長）を情報管理総括

責任者と定め、情報の種類ごとに情報管理責任者及び当該情報を業務上取り扱う

者を指定し、発注事務に関する情報を適切に管理していた。 

沖縄総合事務局においても、発注者綱紀保持規程の改正作業中ではあるもの

の、情報を取り扱う者を指定し、発注事務に関する情報を適切に管理していた。 

    

⑬事務所ごとの応札状況の傾向等の公表状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「入札談合の発見の端緒又はその抑止効果の一端を担う観点から、事務所ごと

に年間を通じた応礼状況の傾向等についてホームページで公表するなど透明

化・情報公開を強化するものとする。 

・事務所ごとの一般土木工事の落札率（月平均同年平均）の公表 

・事務所ごとの一般土木工事の業者別年間受注額・受注割合の公表」 

 

各地方整備局及び北海道開発局において、「月次入札状況のデータ作成及び提

出並びに入札結果データの公表について」（平成２５年３月２９日。大臣官房地

方課、大臣官房技術調査課、港湾局総務課、港湾局技術企画課、北海道局予算課

事務連絡）に基づき、各ホームページにおいて、情報の公開を行っていた。 

 

  ⑭地域の建設業者を含む関係方面への再発防止対策の周知等の状況 

高知県内事案報告書が求める再発防止対策は、以下のとおり。 

 

「今回講ずる再発防止対策の実効性を高めるため、地域の建設業者を含む関

- 18 - 
 



係方面に対して、対策の趣旨、内容等について周知し、理解を求めるものとす

る。」 

 

各地方整備局及び北海道開発局において、各地域の建設業協会等の団体との会

議において説明を行っていた。東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備

局及び四国地方整備局では、有資格業者に対して、資格登録通知の際にパンフレ

ット等を同封し、周知を図っていた。 

また、北海道開発局、関東地方整備局、中部地方整備局及び中国地方整備局で

は、地方公共団体等へも説明を行っていた。 
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（３）国家公務員倫理その他のコンプライアンス徹底に関する取組 

１）コンプライアンスの各種対応窓口設置等の状況 

① コンプライアンスの各種対応窓口の設置等の状況 

 各監察対象機関においては、本省からの通知等に基づき、国家公務員法、国家

公務員倫理法、発注者綱紀保持規程、官製談合防止法、セクハラ・パワハラ等の

各種窓口が設置され、またそれぞれの窓口の責任者及び担当者の指名がなされて

いた。（表Ⅱ－１） 

 

Ⅱ－１ コンプライアンスの各種対応窓口設置等の状況 

 

 

東北地方整備

局 

関東地方整備

局 

中部地方整備

局 

中国地方整備

局 
担当者の指名 

人事課       

建設専門官、   

人事係長 

人事計画官、   

人事企画官 

人事計画官 
倫理関係 人事計画官 

、人事企画官 

発注者綱紀保持関

係 

適正業務指導

官 

適正業務指導

官 

適正業務指導

官 

適正業務指導

官 

適正業務指導

官 

適正業務指導

官 

適正業務指導

官 

適正業務指導

官 
官製談合関係 

セクハラ相談

員、人事計画

官、人事企画官

人事計画官、   

人事企画官 

人事計画官、   

人事企画官 
セクハラ関係 セクハラ相談員

人事計画官、   

人事企画官 

指導官、      

人事企画官 

人事計画官、人

事企画官 
パワハラ関係 人事計画官 

その他         

人事計画官、人

事企画官     

適正業務指導

官 

適正業務指導

官 
統一窓口     
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北陸信越運輸

局 
担当者の指名 中部運輸局 近畿運輸局 九州運輸局 

倫理関係 人事課長 人事課長 総務部長 総務部長 

契約手続関係 総務課長 人事課長 総務部長 総務課長 

人事課長、    

国際観光課長 

職員苦情     

相談員 

セクハラ苦情   

相談員 
セクハラ関係 セクハラ相談員 

職員苦情     

相談員 

セクハラ苦情   

相談員 
パワハラ関係 人事課長 統一対応窓口 

職員苦情相談

員 
その他     

 

職員苦情相談

員  
統一窓口       

 

 

② コンプライアンスに関する統一対応窓口を設置している場合の職員への周知状

況 

 中部地方整備局及び中国地方整備局においては、統一対応窓口が設置され、内部窓

口及び外部窓口の担当者が指名されており、また、職員がいつでも通報等ができるよ

うイントラネットにその趣旨を掲載し周知していた。 

 なお、中部運輸局においては、内部職員用の統一窓口が設置され、担当者が指名さ

れていた。 

 

③ コンプライアンスに関する統一対応窓口を設置していない場合の理由等 

東北地方整備局、関東地方整備局、北陸信越運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に

おいては、統一対応窓口を設置していなかったが、これは個別事案に応じて、それぞ

れの部署で対応してきており、そのことで特段の問題が生じていないためということ

であった。 

 

２）コンプライアンス徹底のための指導等の状況 

① 国家公務員法等の周知・指導状況 

（ⅰ）各監察対象機関においては、国家公務員倫理法等及び関係する通知等に

ついては、文書による通知、電子メールによる伝達、各種の会議の場での
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啓発、イントラネットへの掲載に加え、各種研修における受講科目への組

込み、コンプライアンス・ミーティングにおける意見交換等の実施を通し、

身近な問題として意識させるよう工夫していた。 

    

（ⅱ）各監察対象機関においては、有資格事業者等に対するコンプライアンス

の周知や協力要請については、有資格事業者等に対し、契約担当課を通じ、

国家公務員倫理法・倫理規程関係、公務員倫理ホットライン及び発注者綱

紀保持に関するパンフレットを配布し、また、局ホームページにコーナー

を設け、周知していた。 

 

② 再就職等規制に関する制度の周知・指導状況 

  各監察対象機関においては、「国家公務員の再就職等規制に関する制度につ

いて」の件名にて官房長通知を、リーフレット、パンフレット及び大臣コメン

トと合わせて掲示板、イントラにて周知し、また、各種会議で関係資料を配布

し、指導していた。 

 

③ 倫理に係るセルフチェック等の実施状況 

セルフチェックについては、平成２３年度及び２４年度、各監察対象機関で

実施率に大きな差がみられた。実施状況は（表Ⅱ－２）のとおりである。 

 

表Ⅱ－２ セルフチェックの実施状況 

機関名 実施の内容等 

平成２３年度、２４年度ともに１００％実施され、平成２

４年度には前年度の所属毎の受講率等について分析を行

い、その結果について綱紀保持委員会の場で報告し、各設

問の正答率の低かった設問の解説をイントラネットへ掲載

し、職員の知識向上を図っていた。研修においては、正答

率が低かったものに限らず、事例を多数紹介し、どのよう

なことが違反となるのか具体的に理解できるよう工夫して

いた。 

東北地方整

備局 

平成２３年度、２４年度ともに１００％実施され、全員に

配布していたが、その回収は行っていなかった。 

関東地方整

備局 

中部地方整

備局 

平成２３年度、２４年度ともに１００％実施され、実施結果に

ついての分析を行い、正答率を分析し、倫理法・倫理規程にお
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ける理解度が低いポイントを把握していること、その分析結果

をイントラに掲載することで、倫理法・倫理規程の理解の促進

を図っていた。また、正答率が低い問題について、研修を通じ

職員へ周知・徹底を図っていた。 

中国地方整

備局 

平成２３年度の実施率が７０％弱だったところを、２４年度に

は実施期間を長くしたり、実施率の低い事務所には再度の実施

依頼を行うことにより、９８％まで実施率が向上した。また、

平成２４年度実施分において正解率の低かった問題については

、次回のセルフ・チェックにおいても出題したり、翌年度の出

前講座等において、フォローアップ等を予定していた。 

平成２３年度８２．８％、２４年度８１．９％であった。 北陸信越運

輸局 結果の分析と活用状況については、各職域に応じたチェック問

題の中から、特に誤答の多かった問題をピックアップし、改め

て正解と解答について公表・周知するとともに、実施結果を改

めてイントラに掲載したり、各所属を通じ周知していた。 

 

中部運輸局 平成２３、２４両年度とも１００％実施され、階層別にその分

析を行い、職員の理解度の把握を行うため、正答率の低い設問

を報告させ、セルフチェックシートの階層種別毎に「理解度が

低かった理由」等を取りまとめていた。 

 

近畿運輸局 平成２３年度は９６．９％、２４年度は１００％の実施率であ

った。実施結果については、平成２３年度については、実施結

果の分析を行い、正解率が低い質問に対するフォローアップを

行っていた。 

 

九州運輸局 平成２３年度、２４年度とも１００％実施され、特に２４年度

分はチェックシートから正解率等を計算しグラフ化するととも

に、正解率の低い問題及びその解説と併せてイントラネットに

掲載していた。 

 

※ 今年度の監察対象機関のみ記載。 

 

④ コンプライアンス・ミーティング等の実施状況 

コンプライアンス・ミーティングについては、東北地方整備局、関東地方整備

局、中部地方整備局及び中国地方整備局では、平成２３年度及び２４年度におい

て各地方整備局の実施率に大きな差がみられた。２４年度は概ね高い実施率で行

われていた。 
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実施状況は（表Ⅱ－３）のとおりである。 

 

表Ⅱ－３ コンプライアンス・ミーティングの実施状況 

年度 ２３年度    ２４年度 

機関名 出席率 開催回数 出席率 開催回数 

東北地方整備局 85%   １回 87%   １回 

関東地方整備局 31% １回 97% ２回 

中部地方整備局 94%  ２回 97%  ２回 

中国地方整備局 82%  ４回 83%  ４回 

 ※本局のみ集計。 

 

東北地方整備局では、出席率が平成２３年度、２４年度ともに８０％台で

あったが、過去の不祥事例等のケーススタディ用ＤＶＤを活用しながら、具

体的な事案を想定したテーマを設定し、当該テーマに対し討論形式によるミ

ーティングを実施し、職員一人一人の理解が深まるよう工夫し、ミーティン

グを複数回に実施日程を分けて行うなど、各所属職員が参加しやすいよう工

夫をしていた。 

関東地方整備局では、過去の不祥事の事例、事務所内において生じた問題事

例、社会における事件・事故情報など、日常の情報の中からミーティングのテ

ーマを選択することにより、職員の関心が深まるよう取り組んでいた。 

中部地方整備局では、出席率が平成２３年度から２４年度にかけて９３．

６％から９７％と上昇し、欠席者にも後日、所属長等が個別に詳細に説明を行

うことでフォローし、所属職員全員に周知されるように工夫をしていた。 

中国地方整備局では、職員配布資料に加えて「司会者手持ち資料」を作成・

配布しており、また、ミーティングで出てきた意見や質問に対する回答を本局

で作成し、全事務所にフィードバックを行っていた。 

 

コンプライアンス・ミーティングは、職員の意識向上に資するだけでなく、

職場のコミュニケーションを深める上でも重要な機会となるものである。さら

には、職場の環境や仕事の進め方に対する意見の提供や職員のモチベーション

の確保に役立つ場合があり、各地方整備局では、コンプライアンス・ミーティ

ングの実施に当たっては、工夫を凝らして取り組む必要がある。 
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⑤ コンプライアンス指導者等の養成・指導内容の状況 

 コンプライアンス指導者等の養成状況については、東北地方整備局、関東地方

整備局、中部地方整備局及び中国地方整備局では担当者を指名し、当該者を対象

に講義、勉強会を実施して人材を養成していた。 

東北地方整備局では、本局及び事務所での指導者となるべき職員を養成するた

め、コンプライアンス・インストラクター養成セミナーを平成２５年９月に開催

し（参加者１７名）、総勢５４名になった。 

関東地方整備局では、毎年度の事務副所長・総務課長会議での説明及び倫理法

を熟知した事務副所長・総務課長が各事務所での倫理法を講義する指導者となっ

ていた。また、事務官・技官共に新任管理職研修等でもコンプライアンスの重要

性について再認識してもらう工夫をしていた。 

中部地方整備局では、平成２５年度は、コンプライアンス・インストラクター

の役割を整理し、役職指定による人選を行っていた。また、外部講師による講習

会を受講後、インストラクターとして職務命令を行い、責任感を持って、コンプ

ライアンス指導者として積極的に役割を果たすよう措置していた。 

中国地方整備局では、事務所内におけるコンプライアンス講習会等の指導がで

きる「コンプライアンス指導者」の育成のため、平成２１年度以降において事務

所副所長（事務及び技術）を対象にした管理職研修を、さらに平成２２年度以降

は、事務所課長（事務及び技術）を対象にしたコンプライアンス・セミナーを毎

年、実施していた。 

 

⑥ 本局による出先事務所等への取組状況等の巡回指導 

 関東地方整備局では、平成２３年度に３８事務所、２４年度には３３事務所に

適正業務指導官が出向いて指導を行っていた。 

 中部地方整備局では、本局幹部が各ブロック会議において、コンプライアンス

全般の指導を行っていた。 

中国地方整備局では、平成２５年度コンプライアンス出前講座の際、本局コン

プライアンス担当者と事務所副所長との間でコンプライアンス等に関する意見

交換（事業者との対応、職員とのコミュニケーション等）を行っていた。 

 

⑦ 本局・事務所の業務運営方針等におけるコンプライアンスの位置付け 

 東北地方整備局では、本局においてコンプライアンス推進本部を毎月開催し、

綱紀保持委員会を年１回以上開催していた。また、事務所において綱紀粛正委員

会を第１四半期、倫理週間等年２回以上開催していた。 

- 25 - 
 



 関東地方整備局では、平成２４年４月には、「関東地方整備局職員行動基準」

及び「コンプライアンスに関する基本事項」を、平成２５年３月には「関東地方

整備局コンプライアンス推進指針」をそれぞれ策定し、その周知・浸透を通じて、

法令遵守、社会的常識の遵守に加え、当該整備局に対する社会的要請への貢献を

も含んだ広い意味でのコンプライアンスについて、その実現を図っていた。 

 

⑧ 請負契約業務におけるコンプライアンスの徹底 

近年発生している不祥事事案は、契約の締結や変更等の手続きに関するチェッ

クが働いていないことも原因の一つと考えられることから、「当面の再発防止対

策」で定められた変更契約に係るチェックの強化等について、監察を実施した。 

東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び中国地方整備局ともに、

大幅な変更契約をしようとするときは、本局の事前確認を得ることとしていた。

また、東北地方整備局等は、契約変更事務の的確な実施に資するため、自らのホ

ームページに「工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）」を掲載し、

周知を図っていた。 

 

３）コンプライアンス対応窓口等における報告・相談等の状況 

各監察対象機関においては、職員からの届出の受理及び申請に対する承認等の

手続きは適正に行われていた。職員からの相談は年間十数件程度の実績であり、

報告等は、数十件に及ぶ局もあるが、これは賀詞交換会等の懇親会の出席に関す

る届出であった。 

 コンプライアンス対応窓口における通報等については、平成２４年度に（表

Ⅱ－４）のとおり報告・相談等があり、事実関係を調査した結果、所定の手続き

に則り、内規に基づく処分等が行われていた。九州運輸局では、処分後に全職員

に対し、違反となる事案を周知し、改めて注意喚起を行っていた。 

なお、国家公務員倫理法等違反行為に係る処分については、平成２４年度は国

家公務員全体で６３名（懲戒処分２２名、矯正措置４１名）（国家公務員倫理審

査会公表）となっており、依然、国家公務員に対する国民の目には厳しいものが

ある状況である。 
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表Ⅱ－４ コンプライアンス対応窓口における報告・相談等の状況 

 

 項目  内訳 東

北

地

方

整

備

局

関

東

地

方

整

備

局 

中

部

地

方

整

備

局

中

国

地

方

整

備

局 

北

陸

信

越

運

輸

局 

中

部

運

輸

局 

近

畿

運

輸

局 

九

州

運

輸

局 

倫理管理官の処理する事務 届出 0 0 0 1 0 1 0 1

承認 0 1 2 0 0 1 0 2

職員からの相談 10 1 8 0 0 1 0 0

贈与等 1 143 72 6 274 281 537 503

株取引等 0 0 0 0 0 0 1 0

所得等 3 0 0 1 0 0 0 0

処分 0 0 1 0 0 0 0 0

公表 0 0 1 0 0 0 0 0

倫理法に抵触したと思われる

行為に係る通報 

職員からの情報提供 0 0 0 0 0 0 0 0

外部からの情報提供 0 0 0 2 0 0 1 1

処分 0 0 1 1 0 0 0 1

公表 0 0 1 0 0 0 0 1

内部 0 0 1 0 0 0 0 0発注者綱紀保持規程等に抵

触する事案に関する報告 外部 0 0 0 0 0 0 0 0

事業者等からの不当な働き

かけに係る報告 
  0 0 0 0 - - - - 

セクハラ 内部 0 2 0 2 0 0 0 0

パワハラ   0 0 0 0 0 0 0 0

その他   0 0 0 0 0 0 0 0

※ 今年度の監察対象機関のみ記載。 

 

 

４）退職予定者への指導状況 

 退職予定職員に対しては、各監察対象機関とも退職者の視点での国家公務員倫
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理法・倫理規程、入札談合等関与行為、再就職規制制度などについて、説明・指

導するとともに、退職後に入札談合行為への関与など国民の疑惑を招くような行

為をしない旨の「確認書」を提出させていた。 

 

５）コンプライアンス徹底のための局としての独自の取組等 

 コンプライアンスを徹底するための取組は、不祥事事案が発生するたびに策

定された再発防止対策や各局での独自の取組などがあるが、長い期間にわたって

取り組まれていることもあり、マンネリ感が生じたり、危機感が風化したりする

おそれもある。そのため、各監察対象機関においてコンプライアンスの徹底のた

めの特に取り組んでいること、取組の工夫ぶりについて監察を行った。 

東北地方整備局では、綱紀粛正の徹底、不祥事等の発生の未然防止及び発生後

の迅速な対応を図ることを目的として、本局では昭和５３年から「綱紀保持委員

会」を、各事務所では昭和５９年頃から「綱紀粛正対策委員会」を設置し、後者

については、年２回以上開催し、コンプライアンスの周知徹底等を図っていた。 

関東地方整備局では、各部、各事務所へコンプライアンスメールを配信し、最

新のコンプライアンスの動きなどについて解説を交えながら、コンプライアンス

の必要性について職員に周知していた。 

中部地方整備局では、事務所毎にコンプライアンス推進室を設置し、平成２５

年度から、その指名された推進室長が、より身近なミーティングテーマを設定し、

実施方法等を作成し、所属長に指導を行い、実施することに変更していた。 

中国地方整備局では、イントラネットの「コンプライアンス関係」のバナーを

充実させ、所属職員に対し、コンプライアンス関係の最新情報を迅速に提供して

いた。また、パソコンの立ち上がり時に、コンプライアンス遵守メッセージを二

週間に一回、提示していた。 
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（４）個人情報の保護に係る取組 

  ① 個人情報の管理体制の構築状況 

   各監察対象機関においては、保護管理者の代理、保護担当者の代理をそれぞれ

適正に指名していた。 

  ② 保有個人情報の安全確保上の問題への対応状況 

   （ⅰ）事案の報告及び再発防止措置等 

     個人情報指針において、保有個人情報の漏洩、滅失又は毀損等が発生した

場合には、事案の発生した経緯や被害状況等を調査し、総括保護管理者に報

告し、その発生原因の分析及び再発防止のために必要な措置を講ずるとされ

ている。また、事案の内容・影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公

表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとするとされてい

る。 

     平成２２年度から平成２４年度の３年間に東北地方整備局において１件、

関東地方整備局において１３件、中部運輸局において１件の保有個人情報の

漏洩等の事案が発生し、それぞれ必要な措置を講じていた。 

   （ⅱ）自動車検査登録情報漏洩事案に対する再発防止策の取組状況 

     各監察対象機関においては、本省からの各種の通達を受けての検査登録業

務関係の部署への周知、検査登録関係業務実施状況に係る自主点検の実施

等、適切に行っていた。 
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（５）情報セキュリティに係る取組 

  ① 国土交通省情報セキュリティポリシーに基づく体制等の整備の状況、    

システム管理者等の設置、連絡網の整備等 

   各監察対象機関においては、情報システムごとにシステム管理者を、課室ごと

に情報セキュリティ担当者を設置し、連絡網を整備していた。 

  ② 情報流出事案への対応 

   （ⅰ）情報管理の周知徹底 

     情報管理の周知徹底については、行政事務情報の流出事案を受け、本省か

ら発出された公文書や事務連絡等の通知により、各地方支分部局に周知され

ている。 

      なお、各監察対象機関においては、本省からの通知をイントラネットや掲

示板への掲載、通知文書の発出、各種会議及び職員へのメール送信を通じて、

職員へ周知していた。 

   （ⅱ）情報の移送に関する許可 

     要保護情報の移送案件があった東北地方整備局、中部地方整備局、近畿運

輸局及び九州運輸局においては、移送に係る許可手続を行っていた。 

     なお、関東地方整備局、中国地方整備局、北陸信越運輸局及び中部運輸局

においては、移送に関する許可が必要な案件はなかった。 

   （ⅲ）障害・事故等の発生時の報告、再発防止策等 

     障害・事故等については、平成２２年度から平成２４年度の間に、東北地

方整備局において２件、関東地方整備局において３件あったが、それぞれ再

発防止策を講じていた。 
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（６）庁舎管理の状況 

庁舎管理については、「国土交通省庁舎の管理に関する訓令」（以下「庁舎

管理訓令」という。）に規定する手続きの遵守状況に関し、監察を実施した。 

 

 １）庁舎管理体制の状況 

   各監察対象機関において、「総括庁舎等管理責任者による事務の総括の状況」、

「庁舎の目的外使用許可の状況」、「庁舎における物品の販売等の許可の状況」

及び「庁舎におけるビラ、ポスター等の掲示の許可の状況」に関し、監察を実施

した。 

   関東地方整備局及び中部運輸局においては、庁舎管理訓令第２条第４項では、

庁舎等管理責任者は、出張、疾病その他不在の場合に備えてあらかじめ代理者を

選任しておかなければならないとされているところ、適切な代理者の選任が行わ

れていなかった。 

   その他の監察対象機関においては、適切に行っていた。 

  

２）秩序維持の状況 

 各監察対象機関においては、庁舎における立入り制限等の措置、禁止、中止、

退去命令及び撤去命令の実績がいずれもなかった。 

 

 ３）災害防止の状況 

   各監察対象機関において、「庁舎警備委託の状況」「火気の使用許可の状況」

「火気責任者の配置の状況」「保安試験等の実施状況」「立ち入り禁止区域にお

ける必要な措置の実施状況」「施錠設備の整備状況」「鍵の保管方法についての

定めの状況」「施錠設備の状態についての点検の実施状況」「庁内巡回の状況」

「災害及び非常の際に通報すべき官公署及び職員並びに通報手段の定め等の状

況」及び「災害防止のための必要な設備の配置等の定め等の状況」に関し、監察

を実施した。 

   各監察対象機関においては、庁舎管理訓令等に則り、必要な措置等を適切に行

っていた。 
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（７）コンプライアンスの推進に関する各機関の長の取組【幹部職員に対する個別ヒ

アリングの実施結果】 

平成２４年度より各地方整備局に局長をトップとするコンプライアンス推進本

部が設置され、各事務所においても、所長がコンプライアンス推進責任者と位置付

けられている（北海道開発局においては、平成２１年３月より、本局及び各開発建

設部に局長及び各開発建設部長をトップとするコンプライアンス推進本部が設置

されている）。組織のコンプライアンス・内部統制に関するマネジメントを推進し

ていく上で、これら幹部職員自らが高い意志を持って、それを先頭に組織全体で取

り組んでいくことが不可欠である。どのような考えを持って、どのように具体的な

取組を行っているかを、幹部職員（表Ⅱ－５）に対し個別ヒアリングを実施した。 

 

 表Ⅱ－５ コンプライアンス徹底の取組に関する個別ヒアリングの対象者 

対象者 対象機関名 

北海道開発局 局長、開発監理部長、事業振興部長 

小樽開発建設部 部長、次長（３）、技術管理官 

東北地方整備局 局長、総務部長、企画部長、総務部総括調整官（港湾空港部局担当）

岩手河川国道事務所 事務所長、副所長全て（事務、技術） 

関東地方整備局 局長、総務部長、企画部長、総務部総括調整官（港湾空港部局担当）

高崎河川国道事務所 事務所長、副所長全て（事務、技術） 

北陸地方整備局 局長、総務部長、企画部長、総務部総括調整官（港湾空港部局担当）

伏木富山港湾事務所 事務所長、副所長全て（事務、技術） 

中部地方整備局 局長、総務部長、企画部長、総務部総括調整官（港湾空港部局担当）

清水港湾事務所 事務所長、副所長全て（技術） 

近畿地方整備局 局長、総務部長、企画部長、総務部総括調整官（港湾空港部局担当）

 姫路河川国道事務所 事務所長、副所長全て（事務、技術） 

中国地方整備局 局長、総務部長、企画部長、総務部総括調整官（港湾空港部局担当）

山口河川国道事務所 事務所長、副所長全て（事務、技術） 

四国地方整備局 局長、総務部長、企画部長、総務部総括調整官（港湾空港部局担当）

香川河川国道事務所 事務所長、副所長全て（事務、技術） 

九州地方整備局 局長、総務部長、企画部長、総務部総括調整官（港湾空港部局担当）

 大分河川国道事務所 事務所長、副所長全て（事務、技術） 

沖縄総合事務局 開発建設部長、運輸部長 

北陸信越運輸局 局長、総務部長 
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中部運輸局 局長、総務部長 

近畿運輸局 局長、総務部長 

九州運輸局 局長、総務部長 

 

個別ヒアリングの結果、幹部職員は、いずれも組織のトップとして、自分の言葉

で、職員に対し、国民や地域から国土交通省に対する高い期待に応えるためコンプ

ライアンスの取組を組織の文化に擦り込むことを訴えていた。 

 

例えば、第一に、組織内の風通しを良くし、職員が悩みを一人で抱え込まないよ

うに、コミュニケーションを活性化させることによって、コンプライアンスリスク

を軽減させようとする取組として、以下のような工夫の紹介があった。 

 

・ 現場の職員に、「悪い話ほど、というよりは、ちょっとでも気になる話は直ぐに

私に報告して欲しい」と語りかけている。その際、「どんな報告でも、絶対に怒

らないから」と付け加えている。 

・ 職員に対して、何でもしゃべれる関係を作れるように、具体的には、「自分を守

るためにはしゃべれ」「しゃべれば、上司に責任を転嫁することができる」と呼

びかけて、問題を自分一人で抱え込まないよう指導してきた。 

・ 事務所長に対しては、「やばい話ほど共犯になったれ」と話をしている。これは、

何かあった時に急に部下に報告を求めるのではなく、平生普段から報告が上がり

やすい雰囲気作りを真剣に心がけろ、ということである。 

・ 事務所を回った中で、本音ベースで耳を傾けると「現場は忙しくてルールを守り

切れない」という声があることを実感した。それに対して、１）危ないと感じる

ことは、どんなに忙しくても自分一人で決めず、直属の上司と同時に所長にも報

告すること、そうしないと自分の身を守れない、２）忙しさの原因を教えてくれ、

超勤縮減のルールなどを整理し、忙しい原因を改めたい、と語りかけている。 

・ 早めの相談が大事であり、時点が早ければ、皆の経験や知恵を活かして、危機の

回避も可能であるが、遅くなればなるほど、それが難しくなり大けがをしてしま

う。その意味で、当地方整備局には「一時間ルール」がある。 

・ 「一時間ルール」は、何か起きれば、情報が部分的でも、不完全でも、本局、本

省等へ速やかに報告するシンプルなルールであるので、コンプライアンスも含め

たすべての業務遂行に有効なルールだと考えている。 

・ 想定外のことが起こっても決して一人で悩んだり抱え込んだりしないようにする
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ことが重要である。 

・ 局長はじめ幹部が事務所を巡回し、フェイスツウフェイスの関係で職員に思いを

伝えるとともに、話しを聞き、相談があれば本局も一緒に考える。 

・ 繰り返し職員とコミュニケーションをとっていくことが大事であり、自分自身も

事務所を回って、公務員としての原点である地域・国民からの信頼を大事にして

いくことを呼びかけている。 

・ 「ミスを起こすことよりも、そのミスを報告しないことの罪の方が重い」と職員

に訴える一方、事務所長には、「管理職は部下職員を不幸にさせないよう、真剣

に部下職員を見ろ。」と伝えている。 

・ 単に職員に「何でも相談してほしい」と言ってもうまくいかず、「情報は高いと

ころから低いところへ流れていく」ことを踏まえ、相手の目線になって話しやす

いきっかけを作ることが必要である。 

 

第二に、コンプライアンス意識の徹底のためには、表面上でのルール遵守を呼び

かけるのではなく、ルールの背景にある社会的要請は何かを考え、ルール制定の経

緯等を良く理解して、職員に訴えるよう指導しているという取組が紹介された。 

 

・ コンプライアンスや契約制度など字面だけで「守れ」と言うのではなく、管理職

は、それができた理由や背後にある意義や経緯をしっかりと説明すること、一言

で言えば「魂を込める」ことが大事である。その結果、もし、制度を変える必要

がある場合は、本局内や本省にしっかり理由を説明して制度を変えていくという

姿勢を自らの信条として堅持し、このことを職員にも伝えていくこととしている。 

・ 「報連相」、悪いことほど直ぐに上げ組織で対応することと、「点検と根拠の確

認」、ルールができた背景や根拠をよく確認して、やっている仕事の内容を、国

民から見て納得できる説明ができるようにすることが大事であると職員に伝えて

いる。上司は、コンプライアンスの背景を自分自身しっかり理解した上で、部下

に丁寧に説明するとともに、部下が気軽に疑問点を聞ける、風通しの良い職場を

作ることが重要である。 

・ 地方局長会議での大臣訓示にもあったように、法律や制度、ルールの趣旨・背景、

何故そうなっているのかという理解が重要である。限られた要員で増大する業務

に対応する中、ともすればマニュアル化に陥りかねない現状において、形式では

なく、制度・ルールの本質を職員が理解できるように常日頃から工夫するよう、

支局長会議の場等を通じて徹底している。 
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・ ミスをした部下に「マニュアルどおりやれ」と注意するのではなく、事務所長は、

マニュアルに書かれた背景を自らしっかり理解し、何故そうなっているのかを説

明できるようになれ、と常々話している。 

・ コンプライアンスを理由に業務において消極的になること（コンプライアンス病

の発生）を防ぐためには、管理職が、ルールの文字面だけでなくその背景も含め

て、正しく理解し、職員との意思疎通をしっかり取ることが重要である。 

 

第三に、現場管理職のマネジメント能力の向上が重要であり、これに積極的に取

り組んでいるとする意見があった。 

 

・ コンプライアンスの着実な推進のためには管理職員のマネジメント力の充実を図

ることが特に重要であり、地域経済・社会の中で大きな役割を担っている地整の

使命・目標（ミッション）を職員及び自治体・経済界に対して何時でも明確に説

明できることが必要である。局長自ら率先して、自らの業務目標を、各部長、各

事務所長等と共有している。 

・ 事務所長等は、ルールの根本をしっかり理解した上で、「マネジメント力」とし

て、業務の成果を追求するだけでなく、部下職員一人一人の業務状況を把握し、

さらに、その生活、健康、家庭にも目を配る力を充実させて欲しいと指導してい

る。 

・ 特に、超過勤務の多い職員に対しては個々に勤務状況を把握し、事務所長として

責任を持って業務の進め方について検証し、事務所の状況に適応した業務改善等

を提案し、具体的に実施してもらうことに、現在、力を入れている。 

・ 対症療法だけでなく、「不正を許さない」という基礎体力を付けること、具体的

には、①局幹部のコミットメント、②幹部と現場とのコミュニケーション、③課

所長などの中間管理職のマネジメント能力の強化に取り組んでいきたい。「考え

る力」を養わせることを重視したい。 

・ 「社会的使命の達成」のため、なるだけかみ砕いた説明力を養うこと、国民目線

に立った「そもそも論」を説明できる能力を身につけさせること、中間管理者層

の指導力の強化、国民目線から必要な新しい取組を、コンプライアンスを「言い

訳」にして避けるようなことがないようにしたい。 

・ 各事務所長には、「職員一人一人を一番心配してくれているのは、所長である。」

と職員に感じてもらえるように、普段から、職員の様子によく目を配り、耳を傾

けるよう指導している。 

・ 上司と部下のコミュニケーションの中で、部下が困っている状況を隠さずに、上

司に報告できる環境を整えたい。職員は、自分の身は自分で守る必要があるし、
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上司は部下のいつもと違う状況をいち早くキャッチして、非違行為の芽を摘んで

いくことが重要である。 

 

第四に、地域、住民、関係業界など外部とのコミュニケーションの能力を向上さ

せることが、コンプライアンスの取組推進のため不可欠だとする意見があった。 

 

・ 業界との関係においては、コミュニケーションを拒否することではなく、むしろ

組織としてしっかりとコミュニケーションをとることがコンプライアンスを守る

ことにつながる。 

・ 業者や市町村等との接触については、毅然とした態度でしっかりとコミュニケー

ションを取れるよう職員を育成していきたい。 

・ コンプライアンスについて、受発注者が相互に対等だと感じられる環境作りをす

ることが基本だと考えている。そのため、全事務所長の申合せとして、ＡＳＰを

活用した受発注者間の協議の記録化等の具体的な取組をスタートした。これによ

って、個人ではなく組織として対応するという土壌を作ることにつながるのでは

ないか。 

・ 入札関係では、当地整においては、特別な税金を頂いて復興・復旧事業を行って

いる以上、「きちんと競争させる環境を整えよう」という意識が当地方整備局の

共通認識となっている。例えば一社応札は、できるだけ無くなるよう、ギリギリ

まで努力している。 

・ 業界との関係では、当地整では、例えば、不落・不調となった案件等について、

「何故、参加しなかったのか？」などのコミュニケーションを普通に取っており、

今後も対等な立場の率直なコミュニケーションを積極的に取っていきたい。業者

とは、機会ある毎に「不落、不調、高止まり」の原因を含めた率直な意見交換を

行い、コミュニケーションを密に図っている。 

・ 事務所長等の幹部職員に対して、常に、首長や地域の住民、業者と直に接触して、

こちらの情報を出すとともに、当局がどう見られているのか、また何を期待され

ているのかを肌で感じる積極的なコミュニケーションを取ることを指導している。

これにより、やりがいや責任感を実感でき、それがコンプライアンスの元になる

ものと考えている。 

・ 管内は活発な事業者が多く、気持ちをしっかり持って積極的に対応しなければな

らない。「お客様の目線を大事にすること」、国の機関として一方的な情報提供

に止まらず「対話を行うこと」、前例を踏襲するのではなく「新しい行政を展開

すること」、この三方針により、コンプライアンスの取組をより一歩踏み込むよ

う、職員を指導している。 
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第五に、コンプライアンス推進の鍵は、職員が自信と誇りを持って職務に邁進す

ることであり、技術系職員も事務系職員も一体となって、コンプライアンスの取組

を推進すべきであるという意見があった。 

 

・ 職員に対して、「我々の仕事は大事なことをさせてもらっているのだから、元気

を出して、自信と誇りを持って、仕事を進めよう。また、正しいと思ったことは

どんどん進めよう。」と語りかけている。 

・ 当地整の直轄事業に対しては地域住民の高い信頼を得ているほか、例えば、伊豆

大島へ派遣したＴＥＣ－ＦＯＲＣＥも高い評価を受けている中で、それだけに、

コンプライアンスを疎かにすることで、それらの信頼を失墜するようなことがあ

ってはならない、使命達成のため誇りを持って行動しようということを、事務所

訪問の際の訓示等においても繰り返し職員に語りかけている。 

・ 事業の必要性や環境への影響について説明し、国民からの信頼を得ていくために

は、技術者には高い倫理観、廉潔が公務内外を問わず求められている。そのため、

人材育成を重視している。 

・ コンプライアンスの指導については、技官も事務官も一緒になって取り組まなけ

ればいけない。 

・ 出前講座に行く講師の幅を「事務官」「技官」共に広げて、講師になる者に自然

に勉強してもらう取組を行いたい。 

・ 重要な課題は、「地域から信頼される組織」と「活気ある組織」の両輪を目指す

ことだ。 

・ 運輸局は必要があれば事業者の処分を行わなければならない組織であり、そうい

う組織で働く職員が処分を受けることがあれば、外部からの信頼は得られず仕事

はうまく回っていかないことから、コンプライアンスの徹底は、業務を進める上

での大前提であることを、機会あるごと職員に指導している。 

・ コンプライアンスについてはトップの意識が大きく、強い意識があれば部下は必

ず付いてくるということ、そして、一人の違反者も出してはならないという覚悟

で、粘り強く繰り返し徹底を図っている。 
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２．提示意見 

 

ア 各監察対象機関の局長をはじめとする幹部職員は、コンプライアンスの徹底を図

るため、自らを律するのはもちろんのこと、先頭に立って現場の部下職員に語りか

けその倫理観の涵養及び保持の徹底を図るとともに、職員が自らの職務に自信と誇

りを持って取り組むことができる職場環境作りに取り組むこと。 

 

イ 各監察対象機関においては、判断の難しい事案については、上司や本局のしかる

べき職員等に相談していくことが定着するような取組の工夫を行うとともに、報

告・相談体制の設置の趣旨が活かされるよう、コンプライアンスの各種窓口の利用

促進を図ること。 

 

ウ 各監察対象機関においては、セルフチェックを行った場合には正解率が低い質問

に対するフォローアップの実施等、分析の結果明らかとなった課題を踏まえて、事

後の周知・指導内容に反映させるなどの取組を講じること。 

 

エ 各監察対象機関においては、コンプライアンス・アドバイザリー委員会等の議事

については、委員からの質問・意見だけではなく、実際に回答した内容や、その後、

実施した対応策があるならば、可能な範囲でそれらを公表するなど、国民の理解を

深める取組に努めること。 

 

オ 各監察対象機関においては、マスキング作業が現場発注担当職員の過度な事務負

担につながっていないかという点については、予定価格作成時期の後倒しや情報管

理の徹底など、不正が発生しにくい制度の導入にともない、真にマスキングが必要

な書類にのみ義務を限定するなど、本省の担当部局において、各地方整備局、北海

道開発局、沖縄総合事務局の試行結果等を踏まえて、必要な検討を行うこと。 

 

カ 関東地方整備局及び中部運輸局においては、庁舎管理訓令に定められた庁舎等管

理責任者の代理者の選任を適切に行うこと。 
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３．推奨事例 

 

（１）複数事務所によるコンプライアンス意見交換 

近畿地方整備局においては、管内事務所を７ブロックに分割し（資料Ⅱ－

１）、ブロック単位でのコンプライアンスチーム会議（年３回）を開催したり、

複数事務所の職員が対等の立場で相互に取組状況をチェックし合うコンプラ

イアンストレーニング（年３回）を開催したり（資料Ⅱ－２）しており、また、

これには、本局から調査官や適正業務指導官も参加し、コンプライアンスに関

する積極的な意見の交換を実施していた。 

 

四国地方整備局においても、各事務所において、コンプライアンス・ミーテ

ィングにおけるテーマの選定、ミーティングの効率的な実施及び相談しやすい

コンプライアンスの窓口としての対応方法についてなど、各事務所におけるコ

ンプライアンス指導者の資質向上を図るため、管内を５ブロックに分割し、近

隣事務所によるブロックごとのコンプライアンスに関する勉強会（以下「ブロ

ックワーキング」という。）を四半期ごとに開催し（資料Ⅱ－３）、企画調査

官・適正業務指導官・港政調整官が参加したり、地域ブロック単位で事務所長

ほか担当職員を対象とした場を設けて、企画部長・技術調整管理官が参加した

りするなど、効率的なコミュニケーションの場を設けていた。 

 

 また、九州地方整備局においても、管内を５ブロックに分割し、ブロックご

とにブロック副所長会議を開催し、本局総括調整官、適正業務指導官が参加し、

意見交換を行っていた。 
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資料Ⅱ－１ 

 近畿地方整備局のブロックコンプライアンスチームの取組 
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資料Ⅱ－２  
近畿地方整備局のブロックコンプライアンストレーニングの取組 
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 資料Ⅱ－３ 
四国地方整備局のコンプライアンス指導者によるブロックワーキングの取組 
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（２）コンプライアンス・アドバイザリー委員会の理解促進 

北海道開発局では、コンプライアンス第三者委員会メンバーが、開発建設部

等を訪問し、取組状況の説明を受けたり、実務担当者と意見交換を行ったりし

ており、（資料Ⅱ－４）また、四国地方整備局では、コンプライアンス・アド

バイザリー委員の入札契約手続への理解促進のため、事務所において入札公告

や入札説明書などを例示しながら入札・契約手続運営委員会を模擬開催し、こ

れを委員に視察して頂くなど、コンプライアンス・アドバイザリー委員会又は

コンプライアンス第三者委員会の委員に現場の取組を知って頂くとともに現

場職員と意見交換する機会を設けていた。 

 

資料Ⅱ－４ 

北海道開発局のコンプライアンス第三者委員会メンバーと実務担当者との意

見交換 

 
 

  

- 43 - 
 



（３）ｅ－ラーニング等の導入と職員の理解状況の把握と周知による啓蒙 

北海道開発局、東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、九州地

方整備局ではｅ－ラーニングシステムを導入し、効率的に状況の把握を行って

いた。また、北海道開発局では、結果について、コンプライアンス通信（資料

Ⅱ―５）やイントラネットの活用、職場内ミーティングで周知するなど職場に

フィードバックしていた。東北地方整備局においても、結果を集約し、コンプ

ライアンス推進計画において進捗目標にフィードバックしていた（資料Ⅱ－

６）。このようにｅ－ラーニングシステムの活用は、コンプライアンス推進状

況の把握に優れているため、導入が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料Ⅱ－５  
北海道開発局のコンプライアンス通信（管理監督者向けの情報誌）での結果周
知 
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資料Ⅱ－６ 
東北地方整備局のコンプライアンス推進計画へのｅ－ラーニングの受講目標設
定 
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近畿地方整備局では、サーバーを使ったｅ－ラーニングシステムはコストの

面から未導入であるが、パワーポイントを使ったセルフチェックシート（資料

Ⅱ―７）を作成しており、システム未導入の地域においても、手軽に活用出来

るよう工夫していた。 

 

資料Ⅱ－７ 

近畿地方整備局のパワーポイントを用いたセルフチェックシー

 

ト 

 

 

 

 

1

次の設問を読んで、正しいものには「○」を、間違っているものには「×」
をクリックして下さい。

（問１） 発注者綱紀保持規程は、近畿地方整備局における発注事務に

関し、関係法遵守はもとより、綱紀の保持を図り、国民の信頼を

確保することが目的である。

発注者綱紀保持セルフチェックシート 基礎編

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発注者綱紀保持セルフチェックシート 基礎編

正 解

「近
おける発注事務に関し、発注担当職員及び職員が遵
めることにより、公共工事等の発注事務に係る綱紀の
国民の信頼を確保すること」を目的としています。
国民の理解と信頼のもとに良質な社会資本の整備を っかりと進めて

いくことが、国土交通省の使命であり、国民の安全・安 に直結する公共
工事等を適正に実施することが強く要請されています。

【解答】 ○

（問１ 解説）
発注者綱紀保持規程の目的は、規程第１条により 畿地方整備局に

守 べき事項を定
保持を図り、もって
す

し
心

問２へ進む

×○
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（４）「ストーリー性」を持たせたテーマによるコンプライアンス・ミーティング 

近畿地方整備局では、コンプライアンス・ミーティングの題材を、職員が身

に、本局の適正業務指導官チーム

が、具体の事例を基にしながら、様々な工夫を加え、「ストーリー性」のある

題材を多数作成していた（資料Ⅱ―８）。また、そこで出された意見を本局で

集約し、各事務所に周知していた（資料Ⅱ―９）。 

  

また、関東地方整備局及び中国地方整備局においても、ストーリー性を持っ

たテーマを作成し、コンプライアンス・ミーティングにおいて事例研究課題と

して活用していた。中国地方整備局では、参加者用とは別に司会者用の進行要

領を作成（資料Ⅱ―１０）し、討議が有効に進むように工夫していた。 

 

  

近な問題と感じ活発な意見交換ができるよう
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資料Ⅱ―８ 近畿地方整備局のコンプライアンスミーティングテーマ一覧 

 

※掲載例は検討中 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ⅱ―９ 近畿地方整備局  
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資

畿地方整備局のコンプライアンス・ミーティングで出された意見の周知 

料Ⅱ―９  

近
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資料Ⅱ―１０  

中国地方整備局の「ストーリー性」を持たせたテーマのミーティング進行要領
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（５）コンプライアンス・インストラクターの育成 

東北地方整備局、四国地方整備局、九州地方整備局では、コンプライアンス・

所副所長等インストラクターや指導員の指導力向上に取り組んでいた。 

 

特に九州地方整備局では、事務所等で実施される講習会等で講師等として指

導する役割を担うコンプライアンス・インストラクターを、これまでも技術系

職員を含めて３４名養成していたが、新たに３８名を養成し、計７２名体制と

拡充し、講習会等の実施を充実させ、また、コンプライアンス・インストラク

ター研修を開催した際の研修の様子をＤＶＤに収録し、各地整等に配布するな

ど広く活用していた。（資料Ⅱ―１１） 

 

四国地方整備局では、局事務官８名、技官８名、事務所事務官１８名、技官

３１名のコンプライアンス指導者を配置（資料Ⅱ―１２）し、ブロックワーキ

ングや近隣事務所でのコンプライアンス講師などの活動を行っていた。また、

コンプライアンス指導者講習会の講義をＤＶＤに収録し、事務所において活用

していた。 

 

東北地方整備局では、本局及び事務所でのコンプライアンス指導者となるべ

き職員をコンプライアンス・インストラクターとして養成し、平成２５年には

１９名を増し、計５４名を本局・事務所に配置しており、コンプライアンス・

ミーティングや各種勉強会等における進行役・アドバイザー役として指導にあ

たっていた。また、事務所から遠隔地にある出張所にコンプライアンス・イン

ストラクターを派遣し、コンプライアンス・ミーティングをより効果的に運営

していた。 

 

 

インストラクター制度やコンプライアンス指導員制度を積極的に活用し、事務
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資料Ⅱ―１１ 九州地方整備局のコンプライアンス・インストラクター研修 
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資料Ⅱ―１２ 四国地方整備局のコンプライアンス指導者一覧 

 

  



（６）本局、各部、支局、事務所の行動目標の設定とそれに向けての業務の取組 

近畿運輸局では、職員全員が同じ危機感と問題意識を共有し、かつ、職員

一人一人が自ら意識改革を行い、近畿運輸局の存在価値を高めることを目的

に、近畿運輸局の行動目標を設定していた（資料Ⅱ―１３）。 

さらに、各部、支局、事務所等においては、各個人が行動を起こしやすい

ような行動目標を所属単位で明確化し、現状よりもレベルアップを図るための

工夫や取組を目標として掲げ、業務を遂行していた。 

 

 

資料Ⅱ―１３ 近畿運輸局 行動目標 
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資料Ⅱ―１３ 
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（７）コンプライアンス推進本部での事務所報告 

 

推進本部や本局の実施する一般監査において、各事務所における応札状況に対

する事務所長の所感をヒアリングすることとしており、事務所発注工事の落札

率や落札業者の傾向について事務所幹部が主体的に考える機会を設けていた。 

 

  

関東地方整備局では、平成２５年度中に全事務所長から、コンプライアンス
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Ⅲ．大規模災害発生時の対応に関する取組 

 

１．報 告 

趣 旨 

 

（１）

国土交通省では、大規模災害発生時の対応に関し、災害対策基本法（昭和３６年

づき、防災に関してとるべき措

置及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項を定めた「国土交通省防災業務計

画」を作成し、様々な災害に対する予防、応急対策、復旧・復興のそれぞれの段階

における諸施策を具体的に定め実施している。 

地方整備局、地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局（以下「地方支分部局等」と

いう。）においては、国土交通省防災業務計画等に基づき、その所掌事務に関する

防災業務計画等を作成するとともに、常日頃から、大規模災害への対応体制や関係

機関との協力・連携体制を整え、訓練を繰り返すことによって職員の対応能力の向

上を図るとともに問題点の検証と必要な措置を講じる等、万全の準備をしておくこ

とが必要である。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に対し、国土交通省では総力を挙

げて災害対応にあたっており、その中でも、特に、国土交通省において現場を管轄

する地方支分部局等は大きな役割を果たしている。 

以上を踏まえ、各監察対象機関における大規模災害発生時の対応に関する取組に

ついて監察を実施した。なお、本監察事項は平成２４年度から継続しており、平成

２５年度は平成２４年度の監察対象でなかった東北地方整備局、関東地方整備局、

中部地方整備局、中国地方整備局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、九

州運輸局及び内閣府沖縄総合事務局を対象に監察を行った。 

 

１１月法律第２２３号）第３６条第１項の規定に基
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（２）緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の整備・運用の状況 

緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、大規模自然災害が発生し、又は

それがある場合において、被災地方公共団体等に対して、円滑かつ迅速

に災害対応の支援を実施することを目的に、平成２０年４月に創設された。 

策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）は、国土交通省防災業務計画におい

て

、国土地理院、地方支分部局（航

空

絡調整会議申し合わせ）等により緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥ）（以下「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ」という。）を整備・運用しており、

１

供を行う体制を整備

する」とされている。また、緊急災害対策派遣隊の設置に関する訓令等において

も、体制の整備に関し規定している。 

東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び内

閣府沖縄総合事務局開発建設部（以下本監察事項において「整備局等」という。）

においては、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣、組織、活動内容等を明確化したＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥ活動マニュアル等を作成し体制を整備していた。 

北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、九州運輸局及び内閣府沖縄総合

事務局運輸部（以下本監察事項において「運輸局等」という。）においては、地

方公共団体等への緊急輸送支援を主な任務とするＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの組織及

び運営に関する要綱等を定め体制を整備していた。 

しかし、北陸信越運輸局においては、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員本人への職務

発生するお

緊急災害対

、「大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被災地

方公共団体等が行う、被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地

の早期復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施する

ため、「緊急災害対策派遣隊の設置に関する訓令」（平成２４年国土交通省訓令第

３１号）に基づき、本省、国土技術政策総合研究所

交通管制部を除く。）及び気象庁に、それぞれ緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－Ｆ

ＯＲＣＥ）を設置するものとする」とされている。 

各地方支分部局等においては、国土交通省防災業務計画や緊急災害対策派遣隊の

設置に関する訓令、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の派遣について（国

土交通省防災会議決定）、緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）設置細目（国

土交通省災害対策連

その取組状況について監察を実施した。 

 

）ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する体制の整備状況 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する体制については、国土交通省防災業務計画にお

いて、「本省、国土技術政策総合研究所及び地方支分部局（航空交通管制部を除

く。）は、大規模自然災害の発生時に緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）

が迅速に活動できるよう、事前に人員の派遣及び資機材の提
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命令書は交付されておらず、実際に派遣する際に口頭による職務命令を行うこと

対策本部との役割分担・連絡

震を想定したＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動

計画を作成しており、中部地方整備局では南海トラフ巨大地震を想定したＴＥＣ

がら作成途中であった。 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ広報マニュアル」を

作

 

３

に基づき訓練を行うもの

と

としていた。 

 

２）ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する活動計画の作成状況 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する活動計画については、国土交通省防災業務計画

において、「本省、国土技術政策総合研究所及び地方支分部局（航空交通管制部

を除く。）は、大規模自然災害の発生時に緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲ

ＣＥ）が迅速に活動できるよう、事前に（略）、想定災害、支援対象及び隊員の

運用計画等を定めたＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画を作成する」、「大規模災害発

生時における地方支分部局間の支援や被災地方公共団体に対する技術的な支援

を迅速かつ的確に実施するため、地方支分部局はあらかじめ、応援先・受援先の

指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害

調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・

輸送体制等について、「応援計画」や「受援計画」もしくは、同様の内容を含む

計画を整備するなど相互の応援体制を確立しておくものとする」とされている。 

各整備局等においてはＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動マニュアル等を作成し、この

中でＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣、組織、活動内容等が具体的に定められていた。 

また、関東地方整備局では首都直下地

－ＦＯＲＣＥ活動計画を本省、他地整と調整しな

東北地方整備局及び中国地方整備局では、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画の作

成に向け検討を進めていた。さらに、東北地方整備局では、派遣に必要な携行品

から、具体的な活動内容、活動中の安全対策を含む注意点、各種機器の取扱い等

を分かりやすくまとめた「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員手帳」を、中部地方整備局で

は「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員手帳」や、現地における活動記録作成や、報道機関

対応等の広報活動を適切に行うための「

成し、職員を指導・支援していた。 

各運輸局等においては、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣、組織、活動内容等を具

体的に定めたＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関するマニュアルや活動計画は作成してい

なかった。 

）ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する研修や訓練の実施状況 

 ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する研修や訓練については、国土交通省防災業務計画

において「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥについては、活動計画等

する」とされているとおり、平時に研修や訓練を行うことにより、大規模災害
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発生時におけるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの対応能力の向上を図る必要がある。 

各整備局等においては、様々な研修や訓練、講演会を実施していた。 

中部地方整備局では、年２回のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ研修において、報道機関

ュラムを取り入れ、災害発

生

４

 

 

から講師を招き、「災害と報道」に関する研修カリキ

時の広報の重要性を理解できる研修内容としていた。 

各運輸局等においては、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する研修や訓練は行われて

いなかった。 

 

）ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動状況 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの創設以降、東日本大震災をはじめ様々な災害が全国各

地で発生しており、国土交通省では、平成２６年１月３０日時点で、３３，９３

８人・日（のべ総数）にのぼるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの隊員を被災地に派遣し、被

災状況の調査、災害緊急対応、被災地方自治体の支援及び二次災害の防止といっ

た活動を行っている。（資料Ⅲ－１及び資料Ⅲ－２） 

資料Ⅲ－１ ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動内容 

 ※国交省ＨＰより 



資料Ⅲ－２ ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣実績 
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※国交省ＨＰより

※国交省ＨＰより



 

各整備局においては、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの隊員に加え、災害対策用ヘリコ

プターや災害対策用機材等についても被災地へ派遣している。（資料Ⅲ－３） 

 

資料Ⅲ－３ 災害対策用機材の配備状況 

 

 

各整備局等においては、適宜、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥとして被災地に派遣され

た職員がレポートを作成し、課題や参考になった点をとりまとめ、報告会で報告

すること等により、職員間でノウハウや教訓を共有し、職員の意識の高揚を図っ

ていた。また、これらを基に資機材、研修、マニュアル等の改善を図っていた。 

中部地方整備局では、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣後の課題整理の結果、現地調

査における使用頻度の高い機材をあらかじめパッケージした「派遣機材セット」

を整備するなど、隊員の経験を基にＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの充実を図っていた。 

 

※国交省ＨＰより
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（３）業務継続計画（ＢＣＰ）に関する取組状況  

業務

「

おいても、防災対策業務及び業務停止が社会経済活動に重大な影響を及ぼす重要業

務を継続するための 業務の実施体制を整

えるものとする。なお、策定した業務継続計画については、不断の見直しを行うも

のとする」とされている。 

国土交通省の地方支分部局等は、国民生活や経済活動に直接関わる、道路、航空、

港湾等のライフラインやインフラ施設の多くを所管若しくは管理しており、経済・

社会活動の継続性の確保を図る上で重大な責務を負っている。 

以上を踏まえ、各監察対象機関におけるＢＣＰに関する取組状況について監察を

実施した。 

 

１）ＢＣＰの作成及び周知状況 

① 各機関におけるＢＣＰの作成状況 

各監察対象機関及び整備局の事務所等においては、災害応急対策等を行える

体制を迅速に確立することを目的にＢＣＰを策定していた。 

 

② 職員へのＢＣＰの周知状況 

ＢＣＰの職員への周知状況について、各監察対象機関においては、ＢＣＰ及

び関連資料をイントラネットもしくは共通サーバーに掲載し職員がいつでも確

認できるように整理していた。 

 

２）ＢＣＰに基づく指揮系統、参集方法及び安否確認の方法等の整備状況 

① 災害時の本部長代行等権限及び指揮命令系統等の整備状況 

② 参集予定者の指定、参集方法及び参集予定時間 

継続計画（以下「ＢＣＰ」という。）は、国土交通省防災業務計画において、

発災時に国土交通省の所管する事務に係る機能が停止もしくは低下した場合に

業務継続計画を策定し、そのために必要な

災害時の本部長代行等の権限及び指揮命令系統等については、責任者となる

本部長が不在の場合でも適切に意思決定がなされるように、あらかじめ本部長代

行等の権限を定めておく必要がある。また、組織内の業務が円滑に進むよう指揮

命令系統を確立しておくことが必要である。 

各監察対象機関においては、防災業務計画やＢＣＰ、災害対策本部運営要領等

に災害時の本部長代行等の権限及び指揮命令系統等を定めていた。 
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参集予定者の参集予定方法及び参集予定時間については、大規模災害発生時

際に速やかな見直しが行われていた。 

員の確保とその

整備局、中部地方整備局及び中国地方整備局では安否確認の方法と

して、職員の携帯電話へ一斉に安否確認メールを発信し、職員からの返信内容の

きるシステムを導入していた。 

務地に参集し常備している参集受付・

確

沖縄総合事務局及び各運輸局においては、各種マニュアル等の携行や、携帯

活用により安否確認を行うこととしていた。 

 

３

等の整備については、東北地方整備局、関東地

方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び沖縄総合事務局においては、全国

加え、

Ｎ 置(Ｋｕ－ＳＡ

Ｔ)、国土交通省移動通信システム（Ｋ－ＣＯＳＭＯＳ）、衛星携帯電話等複数の

経

も、本省及び各整備局等へ防災関連情報を確実に提供できる体制を整備していた。

九州運輸局においては、通信手段

とし

時

部運輸局では、一般の電話回線が不通となった場合等において、鉄道事業者と

の

信を確保するために整備した専用電話回線である「鉄道電話」の活用について検討

していた。 

に迅速に対応するために必要な人員を確実に参集させるため、あらかじめ把握し

ておく必要がある。 

各監察対象機関では、ＢＣＰや災害対策本部運営要領等において参集予定方

法及び参集予定時間を一覧表にまとめていた。 

また、東北地方整備局、近畿運輸局及び沖縄総合事務局を除く各監察対象機

関では、人事異動があった

 

③ 職員及び家族の安否確認の方法 

職員及び家族の安否に関する情報は、災害対応等にあたる職

職員が安心して業務に携わるために必要なものである。 

関東地方

自動集計結果を管理者が確認で

東北地方整備局では、現状では、本勤

認簿に所定の事項を記入することとなっているが、携帯電話を用いた安否確認

システムの導入について検討を行っていた。 

メール、災害用伝言ダイヤル等の

）情報の収集・連絡体制、通信手段等の整備状況 

情報の収集・連絡体制、通信手段

に多重無線通信網（マイクロ）及び光ファイバ通信網を整備しており、これに

ＴＴの災害時優先電話や災害時優先携帯電話、衛星小型画像伝送装

路による通信網を備えていた。これにより大規模な災害が発生した場合において

 

北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び

て、衛星携帯電話を本局及び各運輸支局等に配置するとともに、ＮＴＴの災害

優先電話を活用することとしていた。 

中

連絡、本省及び他運輸局への連絡・報告を行うため、鉄道事業者が現場等との通
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ま

長

 

４）

の庁舎となっているか又は耐震対策が行われていた。 

地方整備局本局においては、耐震点検の

結

年度に新設する合同

庁

の災害対策本

部

局では、既に耐震構造となってい

る

策を実施するため予算の確保等の措置が検討されていた。 

自主参集要員となっている職員の３日

た、各監察対象機関においては、メールシステムやインターネット環境等の冗

化が図られていた。 

執務環境等の確保の状況 

① 庁舎及び通信施設等の耐震対策の状況 

庁舎については、関東地方整備局、中部地方整備局、北陸信越運輸局、中部

運輸局、近畿運輸局、九州運輸局及び沖縄総合事務局の本局では、既に耐震構造

東北地方整備局二日町庁舎及び中国

果「倒壊等の危険性は低いが要求される機能が確保できないおそれがある」と

診断されていた。これに対して東北地方整備局は、平成２７

舎へ移転予定であった。中国地方整備局は、防災業務計画に「本局の庁舎が大

規模な被害を受け、使用不可能若しくは使用が著しく困難な場合は、太田川河川

事務所に本部を設置する」と規定されており、太田川河川事務所で

設置に必要な機器の整備に向けた検討を行っていた。 

通信施設等については、関東地方整備局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近

畿運輸局、九州運輸局及び沖縄総合事務局の本

か又は耐震対策が行われていた。 

中部地方整備局では、屋上鉄塔の耐震対策が行われていなかったが、耐震対

 

② 職員及び来訪者も含めた食糧、飲料水等の備蓄の状況  

職員及び来訪者も含めた食料、飲料水等の備蓄については、東北地方整備局、

関東地方整備局、中部地方整備局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及

び九州運輸局においては、発災後職員が帰宅困難な状況が生じ最低１～２日は庁

舎内に留まらざるを得ない可能性があることも考慮し、継続すべき優先業務従事

者に限定せず、全職員が３日間必要とする食料、飲料水等を備蓄する計画となっ

ていた。 

沖縄総合事務局においては、継続すべき優先業務従事者の５日分、全職員の

３日分を備蓄する計画となっていた。 

中国地方整備局においては、非常時に

分を備蓄する計画となっていた。 

また、各監察対象機関においては、これらの計画に従い必要量を確保又は確

保に向けた購入計画を立てており、災害時に適切に供給できる体制を整備してい

た。 
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さらに、中部地方整備局では、これまでの大地震の状況を踏まえ、食料、飲

料水等の入手が長期間に渡って困難となることが予想されることから、３日分以

上の備蓄を行っていた。 

地震の状況を踏まえると庁舎の周辺住民や帰宅困

れるため、大規模災害発生時におけ

る

輸局では、来庁者へ提

供

備局においては、来

庁

 

これに加え、これまでの大

難者が庁舎に避難してくることが十分想定さ

災害対策業務等の実施に支障が出ないよう、一般住民用の食料、飲料水等の備

蓄の必要性についても検討する必要がある。 

北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運

する食料、飲料水の備蓄量について職員の１割程度の人数と想定し備蓄を行っ

ていた。関東地方整備局では、首都直下地震帰宅困難者等対策における「一時滞

在施設の確保及び運営ガイドライン」に基づき、さいたま市と協議を行い、合同

庁舎管理庁として入居している他機関とも調整を行いながら備蓄を進めていた。

沖縄総合事務局においては、ＢＣＰにおいて「来訪者分についても考慮する」と

されており、当該計画に基づき今後段階的に確保することが検討されていた。 

一方、東北地方整備局、中部地方整備局及び中国地方整

者に対する備蓄の計画は無かった。 
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（４）関

「 レベルにおいて、日頃から警察、自衛隊、消防、気象

庁、海

体

く

と また、災害が発生した場合には、

関係機

衛

関

 

１

等に関する協定を締結していた。また、

道路災害や水害の防止に関し、連絡協議会等を設置し、地元の地方公共団体等関

係機関と情報交換等を行い密接な連携を図っていた。 

中部地方整備局では、東日本大震災を踏まえ、中部圏の国、地方公共団体、

学識経験者、地元経済界による「東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議」

を立ち上げ、「中部圏地震防災基本戦略」を策定し、広域的大災害に対し、中部

圏の実情に即した予防対策や応急・復旧対策などについて総合的かつ広域的視点

から重点的・戦略的に取り組むべき項目や内容をとりまとめていた。 

東北地方整備局では、災害時に専門性を必要とする調査の協力として、土木

学会、地盤工学会、日本地すべり学会及び砂防学会と協力協定を締結していた。 

 

② 関係機関との情報共有に関する取組状況 

各整備局等において、災害時の情報交換に関し、関係機関と防災連絡会を設

置するとともに協定を締結していた。 

東北地方整備局では、光ファイバを介した防災関連情報の受配信に関する協

定を管内６県と締結していた。 

中国地方整備局では、平成２５年５月３１日に管内全ての市町村と災害時に

おける情報交換に関する協定を締結していた。また、同整備局山口河川国道事務

所では、一般道路における情報提供装置利用マニュアルに関する覚書を山口県警

と交わし道路情報板の相互利用をしているとともに、ＮＨＫと河川情報のカメラ

係機関との連携等に関する取組状況  

関係機関との連携等に関する取組については、国土交通省防災業務計画において、

本省、地方支分部局等の各

上保安庁、地方公共団体等関係機関と連絡調整を行い、関係機関相互の連絡

制各種の災害に応じた応急対策等への役割分担について、充分な協議を行ってお

ものとする」「災害予防、災害応急対策、復旧・復興の各段階において関係機関

の連携及び情報共有を図ること」とされている。

関と連携し、迅速かつ的確な対応を行う必要がある。 

以上を踏まえ、各監察対象機関において、大規模災害発生時における、警察、自

隊、消防、地方公共団体等関係機関（以下「関係機関」という。）との連携等に

する取組状況について監察を実施した。 

）整備局等における関係機関との連携及び情報共有に関する取組状況 

① 関係機関との連携等に関する取組状況 

各整備局等においては、各道府県や市町村、気象庁、海上保安庁、警察、自

衛隊、運輸局等関係機関と災害時の連携
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映像の提供及び放送等に関する細目協定を締結していた。 

室の業務について理

明車の提供、衛星小型画像伝送装置

(Ku-SAT)にて現地画像を市役所の災害対策本部へ配信していた。 

る取組状況 

ンの迅速かつ積極的な

派

北地方整備局では、福島県を除く管内５県の全ての市町村と災害時のリエゾ

いた。 

った。 

２

 

③ 地方公共団体への支援に関する取組状況 

各整備局等においては、災害時に、地方公共団体からの要請に基づき、災害

現場調査員や排水ポンプ車、照明車等災害対策用機材を派遣していた。 

中部地方整備局では、平成２５年度７月までに管内５県、政令市３市と防災

に関する意見交換を各地で実施していた。平成２４年度は管内の自治体等を対象

に災害対策室視察会を３３回開催し、各首長等より災害対策

解が得られていた。また、管内全市町村に対し「地域総合支援室」が各事務所に

設置されたことを連絡していた。さらに、管内で発生したマグネシウム工場が火

災した際、土岐市からの要請に基づき照

 

④ 地方公共団体へのリエゾンの派遣に関す

災害対策現地情報連絡員（以下「リエゾン」という。）の派遣については、「災

害時における地方公共団体への情報連絡担当官（リエゾン）派遣について」（平

成２２年８月３０日河川局防災課長通知）が整備局等に対し通知されている。当

該通知において、各整備局等は、地方公共団体へのリエゾ

遣、リエゾンの派遣に関するマニュアルの作成、地方公共団体へのリエゾンの

迅速な派遣に関する協定締結の推進及び普段からの地方公共団体との連携強化

を図ることとされている。 

以上を踏まえ、各整備局等における地方公共団体へのリエゾンの派遣に関する

取組状況について監察を実施した。 

各整備局等においては、リエゾン派遣者を事前に選定し必要に応じて地方公共

団体にリエゾンを派遣する体制を整備していた。 

東

ン派遣の協定を締結していた。 

関東地方整備局では、リエゾン派遣に関する管内全ての市区町村の担当部署、

担当者、派遣連絡網を詳細に整理されて

沖縄総合事務局開発建設部においては、リエゾンの派遣や活動内容を明確化し

たマニュアルが策定されていなか

各整備局等においては、今後も引き続き、関係機関との連携を密にして、防

災情報の共有を図るとともに、効果的な防災対策を講じる必要がある。 

 

）整備局等における民間団体との協定の締結状況 
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民間団体との協定の締結については、国土交通省防災業務計画において、「災

予防、災害応急対策、復旧・復興の各段階において、建設業者等の関係事業者

」とされている。以上を踏まえ、

各

に係

る

関東地方整備局の各事務所においては、緊急時における被害拡大防止と被災施

施設を一定区間に区

切

おける関東地方整備局管内の災害応急対策業務に

関

に関する基本要請手順が整理されていた。 

 

 ３ に関する取組状況 

①

被災地等への交通手段の確保のあり方（公共

交

あり方及び災害時における公

的諸手続き等の制度運用の弾力的な取扱い等

（

運輸

局では、地方整備局との間で防災情報に関する協定を締結していた。 

害

（民間団体）との連携により対策に当たること

整備局等における民間団体との協定の締結状況について監察を実施した。 

各整備局等においては、建設業界等の団体と災害時における緊急災害対策

協定を締結していた。 

東北地方整備局では、東日本大震災発生後、新たに建設業６団体を追加し、

計２３団体と災害復旧に関する協定を締結していた。東日本大震災発生の道路啓

開にあたっては、協定を締結している建設業団体が、災害対応の協定に基づき早

期の道路啓開に貢献した。 

東北地方整備局及び中部地方整備局では、大規模災害発生時に燃料の優先的

供給に関する協定を石油商業組合と締結していた。 

 

設の早期復旧を行うことを目的とした応急対策として、所管

り、それぞれの区間においてあらかじめ応急対策協力業者を選定し、「災害時

における災害応急対策業務に関する協定」を締結していた。協力業者の選定にあ

たっては、希望する業者の公募を行い、申請のあった技術資料を審査・評価し総

合的に判断した上で選定していた。また、事務所の協力業者が被災等を受け機能

しない場合は、本局において、日本建設業連合会関東支部と「災害時における関

東地方整備局管内の災害応急対策業務及び建設資材調達に関する協定」を、管内

各県の建設業協会と「災害時に

する協定」を締結しており、本局が事務所の要請を受けて対応可能業者を特定

するなど、災害発生から協力要請の流れ

）運輸局等における関係機関との連携及び情報共有

 関係機関との連携等に関する取組状況 

関係機関との協定の締結状況、

通機関の運行（航）再開、復旧や緊急支援物資等の輸送手段の確保など）、公

共交通機関の運行（航）状況等に関する情報提供の

に関する各運輸局等の取組状況に

ついて監察を実施した。 

ⅰ）関係機関との協定の締結状況 

関係機関との協定の締結状況については、北陸信越運輸局及び九州
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災・危機管理に関わる近畿所在の指定地方行政機関

  

輸送システムの維持等を

れていなかった。 

況 

な取扱い等に関する取組について

機関、関係事業者による輸

置、輸送サービスに係わる特例措置等に

       近畿運輸局、九州運輸局及び沖縄総合事務局運輸部では、東日本大震

  中部運輸局では、中部地方の国の出先機関、自治体、ライフライン関係

事業者・団体等で組織する「東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議」

に参画し、中部圏における大規模災害対策等の基本的考え方を示した「中

部圏地震防災基本戦略」の策定にかかわるとともに、関係機関等との情報

共有や連携に努めていた。 

   近畿運輸局では、防

及び指定公共機関と「近畿防災連絡会」を設置し、相互の情報共有のため

の連携を強化するとともに、災害対策に関する各機関の取組について意見

交換を行っていた。 

（ⅱ）被災地への交通手段等の確保 

被災地への交通手段等の確保については、国土交通省防災業務計画にお

いて、「被災地住民等の利便性の確保、全国的な

図る観点から、関係省庁、地方公共団体と密接に連携し、陸・海・空の各

輸送モードを活用した被災地内輸送、被災地を発着地とする輸送、被災地

を通過する輸送に係わる代替輸送が円滑に実施されるよう、関係公共機関、

関係事業者に対し、必要な指導、調整を行う」「必要に応じ、又は政府本

部等若しくは被災地方公共団体からの要請に基づき、関係公共機関、関係

事業者に対し、緊急輸送への協力要請を行う」とされている。 

北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局においては、

緊急輸送マニュアルを整備し､災害時において迅速かつ的確な応急対応が

図られる体制になっていた。また、所管事業者のメーリングリストを整備

し、情報の収集及び伝達体制を構築していた。 

一方、沖縄総合事務局運輸部においては、緊急輸送マニュアルは整備さ

（ⅲ）公的諸手続き等の制度運用の弾力的な取扱い等に関する取組状

公的諸手続き等の制度運用の弾力的

は、国土交通省防災業務計画において、「被災地の状況に鑑み、必要に

応じ、車検の有効期間の延長、近隣の運輸支局での車検の実施、船舶検

査証書の有効期間の延長等被災地の住民に対し、交通行政サービスに係

わる特例措置を提供するよう努める」「被災地において、適切かつ公正

な輸送サービスが提供されるよう、関係公共

送活動、被災者に対する支援措

ついての相談窓口を設置するとともに、窓口に寄せられた問合せ、苦情、

要望等には、迅速かつ的確に対応するよう努める」とされている。 
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災の教訓を踏まえ、大規模災害が発生した際に公的諸手続き等がより円滑

に行われるよう、弾力的な取扱いについて検討を進めていた。 

北陸信越運輸局及び中部運輸局では、東日本大震災や過去に発生した

新潟県中越地震及び新潟県中越沖地震の際、本省関係部局及び関係団体

等と連携し、自動車や船舶の検査証の有効期間の延長、海技免状等の申

（ⅳ）公共交通機関の運行（航）状況等に関する情報提供 

等に関する情報提供については、国土交

通

のリンク

集

プレスリリースするとと

も

公共交通機関（鉄道、バス、フェリー、航空）の運行

もの

info

      

② 関

大

を図

有に

北

のとおり、

る協定の締結、あるいは防災情報の共有に関する連絡会等を設置していた。 

請手続きの特例措置及び被災者に対する行政相談窓口を設置するなど、

被災地の状況を鑑み、必要に応じ、運輸行政サービスに係る特例措置等

を行っていた。 

公共交通機関の運行（航）状況

省防災業務計画において、「災害発生時において適切な判断及び行動に

資するため、災害に関する情報を一般住民等に伝達するための体制及び施

設、設備の整備を図る」「一般住民や被災者の家族等のニーズを十分把握

し、被害の状況、応急対策状況、二次災害の危険性、公共交通機関の運行

（航）状況、交通規制・迂回路等の道路状況等、住民や被災者等に役立つ

情報をマス・メディア、インターネット等を通じて迅速・適切に提供する

ものとする」とされている。 

各運輸局等においては、ホームページに所管する交通事業者等

を掲載し、平時でも情報提供できるよう整備していた。 

北陸信越運輸局及び中部運輸局では、東日本大震災及び長野県北部地震

が発生した際、直ちに「災害対策本部」を設置し、公共交通機関の運行（航）

状況等の情報収集を図り、情報を入手次第、逐次

にホームページに掲載するなどの対応を行っていた。 

九州運輸局では、

（航）状況をリアルタイムに提供するシステムである「九州のり

.com」を開設し、情報提供を行っていた。 

 

係機関との情報共有に関する取組状況 

規模災害発生時においては、関係機関との連携を密にし、防災情報の共有

り、効果的な防災対策を講じる必要があることから、関係機関との情報共

関する各運輸局等の取組状況について監察を実施した。 

陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局においては、次

地方整備局、地方気象台等関係機関との間において防災情報に関す
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北

必要 ートの確

立に関

報を

重要

中部運輸局では、

の画像等をリアルタイムに入手するとともに、名古屋地方気象台が所有する防

災情報提供システムを通じて重要な気象情報を入手し、防災対策に活用してい

た。 

近畿運輸局では、近畿地方整備局が有する道路や河川等の映像情報等を暫定

無線ＬＡＮ設備を使用して入手し、災害対応を行っていた。また、防災・危機

管理に関わる近畿所在の指定地方行政機関及び指定公共機関と「近畿防災連絡

会」を設置し、相互の情報共有のための連携を強化するとともに、災害対策に

関する各機関の取組について意見交換を行っていた。 
九州運輸局では、九州地方整備局との間で「災害等情報の共有に関する協定」

を締結していた。また、平成２３年に九州地方の防災関係機関等により構成さ

れる「九州防災連絡会」を設置し、各機関が保有する情報の共有を図り、災害

対策に関する連携方策について意見交換を行っていた。さらには、九州地方の

防災関係機関が所有する各種情報を一元化し、「九州防災ポータルサイト」と

してリンク集をホームページに掲載し情報提供を行っていた。 

       

③ 地方公共団体への支援に関する取組状況

地方公共団体への支援に関する取組については、国土交通省防災業務計画に

おいて、「地方公共団体と関係公共機関、関係事業者との間で、発災時等におけ

る緊急輸送の依頼手順、輸送供給能力、費用負担等を内容とする協定の締結が促

進されるよう必要な指導・助言を行う」とされている。 

中部運輸局、近畿運輸局、九州運輸局及び沖縄総合事務局運輸部では、大規

模災害が発生した際に、民間の施設やノウハウを活用した災害ロジスティックス

の構築を図るため、

置

内

一

地

急

陸信越運輸局では、北陸地方整備局企画部長及び同局総務部長との間で、

な情報共有を迅速かつ確実に行うことを目的とし、「情報伝達ル

する確認書」を交わしていた。また、発災時に、地震、津波等の気象情

入手するため、新潟地方気象台が所有する防災情報提供システムを通じて

な気象情報を入手し、防災対策に活用していた。 

中部地方整備局よりＬＡＮ回線を経由して河川監視カメラ

 

国の機関、地方公共団体や関係団体等で構成する協議会を設

し、同協議会を通じて物流専門家派遣等に関する協定の新規締結や既存協定の

容の充実に向けた働きかけを行っていくこととしていた。 

方、北陸信越運輸局においては、平成１６年１０月に発生した新潟県中越

震の教訓を踏まえ、被災自治体への物流専門家の派遣等を盛り込んだ物資の緊

・救援輸送に関するモデル的な協定案を策定し、管内各県、各県トラック協会
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及び

内

び

す

局運輸部においては、

東日本大震災の教訓も踏まえ、

派遣に関する協定の新規締結や既存協定の内容の充実に向け、より一層の働きか

けを行う必要がある。 

 

④ 

のニーズを迅速かつ的確に把握することが重要であることから、

のリエゾンの派遣に関する各運輸局等の取組状況について監察を実施した。 

中部運輸局では、被災自治体を対象にリエゾンを派遣し、情報収集や連絡調整

が可能となるよう、リエゾン派遣要員選定基準や活動内容等に関する考え方や課

題を整理し、平成２５年度中のリエゾン派遣マニュアルの策定に向けて検討を進

めていた。

ゾンの派遣に関するマニュアルは整備されていなかった。 

新潟県及び長野県にリエゾンを派遣し、迅速な情報収集を行っていた。 

近畿運輸局では、平成２３年９月に発生した台風１２号により、甚大な被害が

発生した和歌山県新宮市及び那智勝浦町に近畿運輸局勝浦海事事務所の職員を

リエゾンとして派遣し、自治体のニーズを的確に把握し、後日支援物資を送付し

ていた。 

九州運輸局では、平成２３年１月に宮崎県において鳥インフルエンザが発生し

た際、宮崎県鳥インフルエンザ災害対策本部へリエゾンを派遣し、派遣者が帰還

後、本人の報告を含め対応した内容等について整理していた。 

各運輸局等においては、今後も引き続き、関係機関との連携を密にして、防

災情報の共有を図るとともに、効果的な防災対策を講じる必要がある。 

 

倉庫協会に対し協定の締結又は見直しを働きかけた結果、平成１７年度に管

各県において、県とトラック協会及び倉庫協会との間で、物流専門家の派遣及

物資保管等について定めた「災害発生時の物資の緊急・救援輸送・保管等に関

る協定」が締結されていた。 

中部運輸局、近畿運輸局、九州運輸局及び沖縄総合事務

物流関係団体と地方公共団体との間の物流専門家

地方公共団体へのリエゾンの派遣に関する取組状況 

大規模災害発生時においては、地方公共団体にリエゾンを派遣し、各自治体

地方公共団体へ

一方、北陸信越運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局においては、リエ

北陸信越運輸局では、東日本大震災の翌日に発生した長野県北部地震の際に、
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（５

各

施し

 

１）

雨

同年１０月の台風２６号による伊豆大島の土砂災害等、全国各地で様々な大規模災

害が発生している中、地方支分部局等は相互に連携し、これらの災害へ迅速かつ適

切

 

２

て、

関

図

修

す り得るよう関係法

令、

害 体、関

係公

る

活用するなど、関係機関との連携強化の推進に努めるものとする」とされている。

機関においては、工夫を凝らしながら、様々な研修や訓練、講演会等

を実

（ 及び情報提供

招集

り、それぞれの機関の防災連絡担当者間の連携や情報伝達力の向上を図っていた。 

中部地方整備局においては、本省や隣接する他の地方整備局も参加する２９２機

関による「広域連携防災訓練」を実施していた。訓練の中で、国土交通省、海上保

安庁、警察及び自衛隊等の防災機関が共有できる１０km メッシュの座標値入り地

図を使用する工夫がなされていた。 

中国地方整備局においては、「大規模地震等突発災害対応初動体制訓練」では、

災害対策室の起動やその他システムの操作確認を行い、「ヘリコプター搭乗者訓練」

）大規模災害への対応に関する各機関の取組状況  

監察対象機関における、大規模災害への対応に関する取組状況について監察を実

た。 

近年発生した大規模災害への対応状況 

平成２３年３月の東日本大震災以降においても、平成２４年７月の九州北部豪

、平成２５年７月の山口・島根豪雨、同年９月の台風１８号及び前線による大雨、

な対応を行っていた。 

）大規模災害を想定した訓練や研修等の実施状況 

大規模災害を想定した訓練や研修等については、国土交通省防災業務計画におい

「防災教育、防災訓練等の実施による職員等の資質の向上に努める」「防災に

する専門的な知識の習得及び災害発生時における的確・迅速な対応能力の向上を

るため、国土交通大学校及び地方整備局等において模擬演習等のより実践的な研

を適宜取り入れた防災研修体制を確立し、防災業務に関係する職員の研修を強化

るものとする」「職員に対して、災害発生時に適切な措置をと

実務等に関する講習会、研究会等の実施又はその指導を行うものとする」「災

応急対策が迅速かつ円滑に実施されるよう、関係行政機関及び地方公共団

共機関、関係事業者と連携し、大規模災害を想定した訓練を実施するものとす

。なお、訓練の実施にあたっては、計画段階から多数の機関が参画する枠組みを

 

各監察対象

施していた。 

関東地方整備局においては、同整備局管内の防災関係の行政機関及び公共機関

団体）で構成される「関東防災連絡会」による、連絡体制構築訓練

訓練を実施していた。これら訓練は、多数の機関が参加する大規模な訓練であ
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では、実際に防災ヘリコプター「愛らんど号」に搭乗し、飛行箇所やヘリテレ映像

の災害対応に即した実践的な訓練を行っていた。 

中部運輸局においては、「緊急伝達・安否確認訓練」の中で、人事異動直後に行

練及び人事異動から一定期間後に行

う

 

況 

災害対応や訓練等を踏まえた課題等に対する措置については、国土交通省防災業

善点については、災害対応業

務

省

局の警察学校における研修においても教材として使用されて

お

う

た各種課題に対して対応策案、改善策案を細

か

から見て取れる現地の状況をアナウンスし、災害対策本部へ伝達する訓練を行うな

ど、実際

う伝達網の確認に主眼を置いた事前通告の訓

職員の習熟度合いの把握等に主眼を置いた無通告の訓練を実施しており、人事異

動後の防災体制の確認や、職員の常日頃からの防災意識の高揚を図っていた。 

３）災害対応や訓練等により抽出された課題等またそれを踏まえて行った各種防災

計画の見直し等の措置状

務計画において「訓練後には評価を行い、得られた改

に活かすとともに、次回以降の訓練の充実を図るものとする」とされている。 

また、訓練のみならず、実際に発生した災害への対応についても評価を行い、課

題等を抽出した上で改善事項について検討し、防災業務計画等の見直しを行うとい

った取組を継続的に実施することで、大規模災害発生時における対応能力を向上さ

せていく必要がある。 

各監察対象機関においては、東日本大震災などの災害対応や様々な訓練を実施し

ており、これらを踏まえて課題や教訓を抽出していた。さらに、これら課題への対

応についても検討を進めており、防災業務計画等、各種防災関係の計画書やマニュ

アル等への反映を実施していた。 

東北地方整備局においては、東日本大震災の経験を基に、各クラスの指揮官の行

動規範となる具体の指針を整理し「災害初動期指揮心得」としてまとめ、国土交通

内への配布だけでなく、一般にも公表していた。本図書は、国土交通大学校での

研修や、東北管区警察

り、今後の大規模災害対応における重要な指針となっている。 

中部地方整備局においては、災害発生時に災害対策本部に参集した職員が何をす

べきかを明確にするため、「災害対策本部室の初動対応手順書」及び「災害対策本

部連絡手帳」を作成していた。これらの資料は、誰でも簡単に理解し活用できるよ

に災害時に必要な情報が簡潔にまとめられ、実際の災害対策室の写真を用いた各

種機器の操作説明などの工夫も凝らされていた。 

東北地方整備局岩手河川国道事務所及び中国地方整備局山口河川国道事務所に

おいては、防災訓練後に明らかとなっ

く検討し、担当責任者を決めて対応に当たっており、災害対応のＰＤＣＡを適切

に実施していた。 
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北陸信越運輸局においては、平成１６年新潟県中越地震、平成１９年新潟県中越

沖地震、平成２３年東日本大震災及び長野県北部地震への対応を冊子にまとめ、中

越地震、中越沖地震の冊子については、本省、各地方運輸局及び管内各県等に配布

し

反

省点や意見を基に、「平成２４年７月九州北部豪雨を踏まえた今後の防災業務に係

は、平成２５年４月に発生した淡路島地震の対応で

明

検

 

への対応に関する各機関における独自の取組状況 

 

に関する各機関における独自の取組状況 

ていた。これらの冊子は、防災対策の具体的内容、成果及び今後の課題等を詳細

かつ分かりやすくまとめており、北陸信越運輸局のみならず、関係機関にとっても

今後の防災対策に参考となる資料となっていた。 

九州運輸局においては、平成２４年７月の九州北部豪雨における災害対応での

る教訓」を整理し、今後の災害対応に活用できる資料となっていた。 

一方で、近畿運輸局において

らかとなった課題は整理していたが、各種訓練からの具体的な課題や教訓等の抽

出や整理はなされていなかった。 

各監察対象機関においては、引き続き、抽出された課題に対して速やかに対応を

討し、防災関係の計画書やマニュアル等にもその都度遅滞なく反映する必要があ

る。 

４）その他、大規模災害

各監察対象機関では、大規模災害への対応を迅速かつ円滑に行うため、地域の特

性を踏まえつつ次のような取組を行っていた。（表Ⅲ－１） 

表Ⅲ－１ 大規模災害への対応

機関名 取組状況 

東北地方整備局 

 
東日本大震災の記録を整理し、「震災伝承館」として東北地方整備局

のウェブサイトで公開していた。ここで公開している資料は、一般利用

者だけでなく、専門家（建設業界、報道関係者等）向けのページも作成

されており、復興の状況（定点写真、年表等）についても日々更新して

いた。また、収蔵した約１万点の写真・映像は全て２次利用可能として

おり、今後は復興のプロセスもわかりやすく追補する予定としていた。

「震災伝承館」以外にも、東日本大震災に関わる記録集、図書類を数

多く作成していた。さらに、関係機関（自治体・業界）の活動状況を知

ることの重要性から、東北地方整備局だけでなく、関係機関の記録集・

図書類も含めたリストを作成し、拡充中であった。 
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東北地方整備局 

岩手河川国道 

事務所 

災害対応に当たって必要となる情報が網羅的かつ分かりやすく簡潔

にまとめた「岩手河川国道事務所防災手帳」を作成し、内容に変更があ

るたびに見直しを行い、全事務所職員に常に携行するよう指示してい

た。 

地域のコミュニティーＦＭラジオ局と「災害時における防災・緊急情

報の提供に関する覚書」を締結し、事務所管内で災害が発生、または災

害の発生の恐れがあるときに、住民へ迅速かつ正確に情報が伝わるよう

に、防災・緊急情報等を提供する体制を整えていた。 

関東地方整備局 平成２５年度より、月１回程度、各部の防災担当者による
 

方整備局防災関係連絡調整会議」を開催し、災害対策関係の各種計画・

要領の改正や見直しについて意見交換等を行い、ＢＣＰの計画書に記載

されている「課題」

「関東地

についても議論を行っていた。定期的に議論するこ

とで効果的・継続的にＰＤＣＡサイクルによる計画書の改善を図ってい

た。 

関東地方整備局 

高崎河川国道 

事務所 

災害対策用機器の適切な運用・操作を目的とした「災害対策用機器

合同操作訓練」を事務所職員だけでなく、他事務所職員や地方公共団

に連

も資する実践的な訓

練であった。 

体職員また災害協定締結業者と合同で実施し、事前にマスコミ等

絡し公開で行っているなどの工夫がなされていた。災害対策用機器の

運用・操作の習熟と共に、関係機関との連携強化に

中 、報

道機関対応等の適切な広報活動 ＯＲＣＥ隊に広報

班

部地方整備局 ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動の際に、現地における活動記録作成や
 

のためにＴＥＣ－Ｆ

を位置づけるとともに、「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ広報マニュアル」を作

成していた。また、年２回のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ研修において、報道機

関から講師を招き、「災害と報道」に関する研修カリキュラムを取り入

れ、災害発生時の広報の重要性を理解できる研修内容としていた。 

中部地方整備局 

清水港湾事務所 

そ

防災訓練において、情報伝達訓練の他に、折りたたみボートの組み立

て実施訓練を行っていた。また、訓練からの意見や課題を整理しており、

れに基づき、清水港湾事務所は津波による浸水が想定されるため、平

成２５年度中に１階事務室を３階に移動する計画を立てていた。 

中国地方整備局 

 
等緊急車両とし

て登録していた。休日の防災体制の責任が明確となり、また、スムー

ズな参集のための工夫がなされていた。 

整備局の防災担当者は、休日の連絡要員を当番制としており、参集

要員は、合同庁舎内に駐車できるよう自家用車を災害

- 77 - 
 



中国地方整備局 災害対策用機器の適切な運用・操作を目的とした「災害用対策機械

設営訓練」を事務所職員と災害協定締結業者が合同で実施し、事前に

マスコミ等に連絡し公開で行っているなどの工夫がなされていた。 

災害

山口河川国道 

事務所 

対策用機器の運用・操作の習熟と共に、関係機関との連携強化に

も資する実践的な訓練であった。 

北陸信越運輸局 

 

に立ち上げた。

北陸地域を所管する関係行政機関、学識経験者、経済団体、物流団体、

港湾関連企業、空港関連企業からなる「北陸地域国際物流戦略チーム」

の下に、「広域バックアップ専門部会」を平成２４年度

今後、首都圏直下地震等の太平洋側で発生が予測される大震災の際に

は、日本海側に物流の代替輸送ルートを確保する代替戦略が必要とな

り、本専門部会はこの具体策等を検討するという目的を持っていた。 

中部運輸局 

県、海運団体及び中部運輸局で構成する「災害時における海上緊

急

鉄道事業者を対象とした「津波対策鉄軌道連絡会」、大手乗合バス事

業者を対象とした「乗合バス防災担当者連絡会」、海上輸送に関しては、

管内各

物資輸送対策検討会」を設置し、災害発生時の対応や避難、海上輸送

が円滑に行われるよう検討や体制整備を推進するなど、意見交換や認識

の共有に努めていた。 

近畿運輸局 

の災害対応に活用できるよう内容が整理されていた。 

近畿運輸局として取り組むべき大規模地震対策の現状、課題、行動計

画を「近畿運輸局の大規模地震対策アクションプラン」として取りまと

めており、今後

九州運輸局 九州運輸局の防災業務について、より実効性の高い災害対応体制の構

築に向けた見直しを行うため、九州運輸局運輸安全防災・危機管理業務

推進本部の下部組織として、本局各部の総務担当課長等で構成する「防

災業務見直しＰＴ」を平成２４年３月に設置し、災害時の初期対応を中

心に様々な検討を行っており、平成２５年度は、関係機関との連携等、

対外連携の推進を中心に検討を進めていた。検討の中で、東北運輸局作

成の防災対応チェック表を活用し、九州運輸局の現状と対応を整理する

などの工夫も見られた。 

沖縄総合事務局 

生を

対

「絆・東日本応援プログラム」として、東日本大震災関連のパネル展、

災害対策車等の展示、沖縄総合事務局災害対策室の一般開放、小学

象にした防災学習会、復興応援講演会等を開催していた。東日本大震

災の復興を応援するとともに、災害に強い沖縄のまちづくりや災害に対

する備えについて考える機会となっていた。 
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引き続き、各監察対

る取

 

５）防災業務計画等

 

画

防災業務計画

等機関及び地方

掌事務に関し必要

画に検討を加え

とされている。

象機関

修正、又は修正

   

② 防災業務計

防災業務計画等の防災関係資料の職員への周知状況については、各監察対象

機関において、防災関係資料を冊子形式で関係部局に配備するとともに、職員

認で

た。 

中国地方整備局においては、イントラネットへの掲載について、諸資料の位

しや

すると内容が閲覧できるようになっており、職員が分かりやすいように工夫さ

れていた。さらに「災害対策計画」については、中国５県、政令市に冊子形式

で配布されてお

近畿運輸局においては、防災業務関連資料の一つとして、「近畿運輸局災害

対応ガイドライン（本局編）」を作成しており、災害時の対応として職員が最

低限知っておく

沖縄総合事務局においては、災害発生時の初動体制を迅速に実施し、的確な

じる

「災害等対策手帳」を作成し、職員全員に配布することにより平時から危機管

理意識の高揚に

一方、北陸信越運輸局、中部運輸局においては、共有サーバーへの掲載につ

いては、フォルダ構成の深い階層に資料が掲載されているため、災害発生時に

職員が目的とする資料を探し出すのが困難であった。 

象機関では地域の特性を踏まえて大規模災害への対応に関す

施していく必要がある。 組 に実を的確

の改正状況及び職員への周知状況 

① 防災業務計 の改正状況 

の修正については、国土交通省防災業務計画において、「施設

支分部局の長は、防災基本計画及びこの計画に基づき、その所

に応じて防災業務計画を作成するとともに、毎年防災業務計

、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない」

 

各監察対 においては、防災業務計画について内容を見直し必要に応じ

作業中であった。 

画等の職員への周知状況 

がいつでも確 きるようにイントラネット又は共有サーバーで整理してい

置づけが理解 すいように体系的に整理され、それぞれの書類名をクリック

り、災害時のスムーズな連携に寄与すると考えられる。 

べき内容を分かりやすくコンパクトにまとめていた。 

災害対策を講 ことを目的として、災害対策関係の各種要項をとりまとめた

努めていた。 
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（６

ン

地方支分部局等の長は、国土交通省防災業務計画において、「災害が発生するお

に係る防災対策を推進す

るため、必要に応じて、非常本部及び緊急本部に準じた組織を設置するものとする。

また、 本部に準じた組織を設置するものとする」とさ

れてい

ま

揮監

る」

大規模な災害が発生した場合、各地方支分部局等の長等の幹部職員は、各機関の

指揮官

て総力を挙げて災害対応に当たれるよう、リーダーシップを発揮して災害対応に当

とが求められている。 

平時における幹部職員の指揮官とし

ての役

とし

を実

 

）大規模災害への対応に関する各機関の長の取組【幹部職員に対する個別ヒアリ

グの実施結果】 

それがある場合若しくは災害が発生した場合に、所掌事務

必要に応じ、現地に災害対策

る。 

た、地方支分部局等の長は、緊急災害対策派遣隊の設置に関する訓令第４条（指

督等）において、「地方支分部局（略）の緊急災害対策派遣隊の事務を統括す

とされている。 

として職員の先頭に立ち、部下職員に対し的確に指示し、組織が一丸となっ

たるこ

よって、大規模災害が発生した場合若しくは

割や心構え、リーダーシップのあり方、また、部下職員への指導状況や組織

ての取組状況を確認するため、幹部職員（表Ⅲ－２）に対する個別ヒアリング

施した。 

 表Ⅲ－２ 大規模災害への対応に関する個別ヒアリングの対象者 

対象機関名 対象者 

東北

岩

地方整備局 

手河川国道事務所 

局長 

事務所長 

関東

高崎河川国道事務所 

地方整備局 局長 

事務所長 

中部

清水港湾事務所 事務所長 

地方整備局 局長 

中国地方整備局 

山口河川国道事務所 

局長 

事務所長 

北陸信越運輸局 局長 

局長 中部運輸局 

局長 近畿運輸局 
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九州運輸局 局長 

開発建設部長 

運輸部長 
沖縄総合事務局 

 

個別ヒアリングの結果、幹部職員は、次のように、いずれも組織のトップとして

高い認識の下、工夫を凝らしながら様々な取組を行っていた。 

 

かしながら、更に災害対応能力を向上させていく必要があ

一事例として、余裕を持った資機材の準備、関係

重要なことは、その時になって対応を悩まないことであり、そ

のために事前の準備をしっかり行っておくことが重要である。事前の準備

に くつも

りでいる。 

度予測ができる豪雨災害とは 、突然やってくる地震災害

なる訓練が必要であると 。 

方整備局とは異なり、自治体 事業者を通じて、情報を入

体や事業者とのきめ細かい関係 しておくことが重要であ

る。そのため、日頃の訓練が何よりも重要である。その際、東日本大震災に

くことを重視している。 

としては、職員個々人の危機 識の徹底が重要であり、災

害発生時の気持ちの切り替えが重要である。 

エキスパートの経験を伝承していくために、意見交換会を開催した。 

・災害対応で重要なことは、指揮命令系統がしっかりと確立されることであ

り、これにより的確な初動対応が可能となる。そのために、休日でも、局

・東日本大震災の経験と、地域との信頼関係が二つの大きな財産であり、今後

これらの財産を活

る。 

・平成２５年度もこれまで経験したことのないような大雨を各地で経験し、多

くの災害が発生したところであり、これらから得られた教訓も整理し活かし

ていく必要がある。教訓の

市町村や近隣他事務所との情報交換体制の更なる充実が挙げられる。 

・平時においては、訓練を行うことが重要であるが、更に訓練の結果を検証

し常に改善を図っていくことが重要である。 

・災害対応で

ついてはやりすぎということはなく、できることは全てやってお

・事前にある程 異なり

等については、更 考えている

・運輸局は、地 や関係

手したり、支援物資輸送等の指示や依頼を行ったりすることになるため、平

時より自治 を構築

ついて東北運輸局が行ったケーススタディを参考にし、災害対応に備えてお

・災害への備え 管理意

・「災害は現場に学ぶ」が基本であることから、現場経験が豊富なＯＢや防災
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長または企画部長と、部長以上の局幹部が職場周辺に待機している体制を

とっている。 

・大規模災害への対応は、整備局としての最重要ミッションであり、人命救助

を第一とし、初期対応を重視し、また、自治体支援については「自治体から

の要請がなくてもこちらから行け」を基本方針としている。 

体制をしっかり

すること」「備えていれば必ずできる」と指導している。 

・トップの行動として必要なことは、まず手順に従って行動を起こすことが重

とが重要である。 

・

が、そのためにも、隊員の健康管理が特に重要である。 

技官・事務官の連

・国の機関が持つ全国的なネットワークという強みを十分に発揮するためにも

・

・コンプライアンスも、大規模災害対応も共通するのは、私どもは国民のため

ていくことが重要である。 

 

幹 ップ

の

して

・大規模災害時についての心構えとして、人命第一を最優先にして、部下職員

に対しては「津波が来たら逃げろ」「安否の連絡を含む初動

・大規模災害発生時においては、トップがぶれずに冷静沈着でいることが何よ

りも重要である。 

要であるとともに、想定外の事態が発生した場合には、マニュアルにとらわ

れずに素早く具体的な指示を出すことが重要である。また、対応方針を明確

にし、職員の役割分担を適宜見直すなど人員配置を柔軟に行い、臨機応変に

対応することが重要である。 

・各種情報を入手した際は、冷静沈着に重要な情報であるかどうか見極めたう

えで、直ちにトップからトップに情報を伝えるこ

・災害対応は長期間に渡ることから職員を疲弊させないことが重要であり、そ

のためには、早めの判断や、体制シフト表の早めの作成などが必要である。 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥについては、被害状況の調査や技術支援が重要であるの

はもとよりだ

・ 事務官も体制に加え、現地での飲食物や眠る場所の確保、健康ケア等のバッ

クアップ、活動記録やマスコミ対応窓口を担わせるなど、

携により、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥは、より効果的・効率的な活動をすることが

できる。 

円滑なＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの受け入れ体制を整えておくことが重要である。 

マスコミ対応については、迅速な対応が特に重要である。 

に大変重要な業務を行っているとの自覚が基本にあり、一人一人の職員の努

力が国民のためになるということを今後も伝え

部職員は、平常時から、非常時における自身の役割や心構え、リーダーシ

あり方等について認識を高めておくとともに、部下職員の危機管理意識や組織と

の対応能力の向上を図るための取組を継続して実施していく必要がある。 
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平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災や、平成２４年７月の九州北部豪

雨

同年１

害が発 、相互に連携

し

とこ

平 域及び被害想定」

が

まっている状況を踏まえると、大規模災害発生時の対応についてはこれまで以上に

ス

今

模災

り返

の検証とこれを踏まえた必要な措置を早期に講じる等、万全の準備を平常時から継

続

 

、平成２５年７月の山口・島根豪雨、同年９月の台風１８号及び前線による大雨、

０月の台風２６号による伊豆大島の土砂災害等、全国各地で様々な大規模災

生している中、国土交通省の現場を管轄する地方支分部局等は

て大きな役割を果たしたところであり、地域住民の方々にも認識していただいた

ろである。 

成２４年８月に「南海トラフの巨大地震に関する津波高、浸水

公表されるなど、地震や津波等による大規模災害への社会的な関心や切迫感が高

ピード感をもって取り組んでいく必要がある。 

後も、非常時に大きな力を発揮できるよう、各監察対象機関においては、大規

害への対応体制や関係機関との協力・連携体制を万全に整え、研修や訓練を繰

すことによって職員の危機管理意識や対応能力の向上を図るとともに、問題点

して行っていく必要がある。 
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２．提示意見 

 

ア

 

イ

るための取組を継続して実施

す

 

ウ

エ 北陸信越運輸局においては、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員本人への職務命令書の交付

について検討を行うこと。 

 

オ 運輸局等においては、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣、組織、活動内容等を具体的に

定めたＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する活動マニュアルや活動計画を作成すること。 

 

カ 運輸局等においては、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥに関する研修や訓練を行うこと。 

 

キ 東北地方整備局、近畿運輸局及び沖縄総合事務局においては、ＢＣＰや災害対策

本部運営要領等に掲載している参集予定方法及び参集予定時間の一覧表について、

人事異動等があった際には速やかに見直しを行うこと。 

 

ク 東北地方整備局、中部地方整備局及び中国地方整備局においては、大規模災害発

生時に来庁者へ提供する食料、飲料水の備蓄の必要性について検討を行うこと。 

 

ケ 沖縄総合事務局開発建設部、北陸信越運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局におい

ては、リエゾンの派遣に関するマニュアルを作成すること。 

 

 各監察対象機関においては、非常時に大きな力を発揮できるよう、大規模災害へ

の対応体制や関係機関との協力・連携体制を万全に整え、研修や訓練を繰り返すこ

とによって職員の危機管理意識や対応能力の向上を図るとともに、問題点の検証と

これを踏まえた必要な措置を早期に講じる等、万全の準備を平常時から継続して行

っていくこと。 

 各監察対象機関の長等の幹部職員は、平常時から、非常時における自身の役割や

心構え、リーダーシップのあり方等について認識を高めておくとともに、部下職員

の危機管理意識や組織としての対応能力の向上を図

ること。 

 各監察対象機関においては、訓練や災害への対応を踏まえ抽出された課題に対し

て速やかに対応を検討し、防災関係の計画書やマニュアル等にその都度遅滞なく反

映すること。 
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コ 沖縄総合事務局運輸部においては、災害時に迅速かつ的確な応急対応が図られる

よう、具体的な手順等を定めた緊急輸送マニュアルの整備に向けた検討を行うこと。 

サ

 

 

 中部運輸局、近畿運輸局、九州運輸局及び沖縄総合事務局運輸部においては、東

日本大震災の教訓も踏まえ、物流関係団体と地方公共団体との間の物流専門家派遣

に関する協定の新規締結や既存協定の内容の充実に向け、より一層の働きかけを行

うこと。 

 

シ 北陸信越運輸局及び中部運輸局においては、防災関係資料の共有サーバーへの掲

載について、災害発生時に職員が目的とする資料を素早く捜し出せるように、分か

りやすく整理すること。 
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３．推奨事例 

 

１）東北地方整備局における東日本大震災の経験・記録を整理し後世に伝えるため

していた。本図書は、国土交通大学校での研修や、東北管区警察局の警

察学校における研修においても教材として使用されているなど、今後の大規模災害

り、これらの記録を後世に伝えるために、東日本大震災

の記録を整理し、「震災伝承館」として東北地方整備局のウェブサイトで公開して

いた。ここで公開している資料は、一般利用者だけでなく、専門家（建設業界、報

道関係者等）向けのページも作成されており、また、復興の状況（定点写真、年表

等）についても日々更新していた。また、収蔵した約１万点の写真・映像は全て２

次利用可能としていた。さらに、今後は復興のプロセスもわかりやすく追補する予

定であった。「震災伝承館」以外にも、東日本大震災に関わる記録集、図書類を数

多く作成していた。さらに、関係機関（自治体・業界）の活動状況を知ることの重

要性から、東北地方整備局だけでなく、関係機関の記録集・図書類も含めたリスト

を作成し、拡充中であった。（資料Ⅲ－４） 

東日本大震災の記録や、災害に対応する職員の活動記録、またそれらから得られ

た多くの教訓は非常に重要なものであり、それらを整理し後世に伝える取組を着実

に行っており評価できる。 

 

（

の取組 

東日本大震災の経験を基に、各クラスの指揮官の行動規範となる具体の指針を整

理し「災害初動期指揮心得」としてまとめ、国土交通省内への配布だけでなく、一

般にも公表

対応における重要な指針となっている。 

また、東日本大震災は、日本の甚大な津波災害を画像・映像等で克明に記録した

初めての災害と言われてお
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資料Ⅲ－４ 「災害初動期指揮心得」および「震災伝承館案内」 
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（２）関東 協定 

関東地方整備局の各事務所においては、緊急時における被害拡大防止と被災施設

の早期復旧を行うことを目的とした応急対策として、所管施設を一定区間に区切り、

それぞれの区間においてあらかじめ応急対策協力業者を選定し、「災害時における

災害応急対策業務に関する協定」を締結していた。協力業者の選定にあたっては、

希望する業者の公募を行い、申請のあった技術資料を審査・評価し総合的に判断し

た上で選定していた。 

また、事務所の協力業者が被災等を受け機能しない場合は、本局において、日本

建設業連合会関東支部と「災害時における関東地方整備局管内の災害応急対策業務

及び建設資材調達に関する協定」を、管内各県の建設業協会と「災害時における関

東地方整備局管内の災害応急対策業務に関する協定」を締結しており、本局が事務

所の要請を受けて対応可能業者を特定するなど、災害発生から協力要請の流れに関

する基本要請手順が整理されていた。（資料Ⅲ－５）また、上記民間団体と共同で、

協力要請に係る情報伝達訓練も実施していた。 

災害発生時の応急対策・資材調達を迅速に行うための仕組みが、事務所だけでな

く局のバックアップ体制も含めて整備され、さらにこれを円滑に機能させるための

訓練も実施されており評価できる。 

 

地方整備局における災害時の応急対策・資材調達に関する業者等との
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資料Ⅲ－５ 災害時の応急対策・資材調達に関する民間団体との協定 

事務所における協定区間の設定事例

④①

②
⑤

③
⑦

⑨

⑥

⑧

⑩
⑪

⑫
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（３）中 る取組 

東日本大震災を踏まえ、中部圏の国、地方公共団体、学識経験者、地元経済界に

よる「東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議」を中部地方整備局が事務局と

して立ち上げ、中部運輸局も共同参画し、「中部圏地震防災基本戦略」を策定・公

表した。本戦略は南海トラフ巨大地震などの広域的大災害に対し、中部圏の実情に

即した予防対策や応急・復旧対策などについて総合的かつ広域的視点から重点的・

戦略的に取り組むべき項目や内容をとりまとめたものとなっている。さらに、「優

先的に取り組む連携課題」を１０課題選定し、平成２５年度より、課題解決のため

のフォローアップを実施していた。（資料Ⅲ－６） 

中部圏における防災に関わる多くの機関が一同に会し、情報共有のみならず具体

的な課題を選定し責任者を決めて解決にあたるなど、今後発生が想定される巨大地

震に対する広域的かつ戦略的な取組と言え評価できる。 

 

部地方整備局及び中部運輸局における関係機関との連携・協力に関す



資料Ⅲ－６ 東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議      

戦

地
か
震

略会議の概要

東日本大震災を踏まえ、運命を共にする中部圏の国、地方公共団体、学識経験者、
元経済界が幅広く連携し、東海・東南海・南海地震等の巨大地震に対して総合的
つ広域的視点から一体となって重点的・戦略的に取り組むべき事項を「中部圏地
防災基本戦略」として協働で策定し、フォローアップしていきます。

学識経験者

国の
地方支分部局 経済団体東海・東南海・南海

事務局：中部地方整備局

東海・東南海・南海

事務局：中部地方整備局

地震対策
中部圏戦略会議

地震対策
中部圏戦略会議

ライフライン
関係団体

地方公共団体

その他企業・団体
等

地震・津波対策アドバイザリー会議分 野 別 検 討 会

南海トラフ巨大地震などの広域的大災害に対し、中部圏の実情に即した予防対策や応
急・復旧対策などについて総合的かつ広域的視点から重点的・戦略的に取り組むべき項
目や内容をとりまとめたものです。

「中部圏地震防災基本戦略」とは

基本戦略の推進に向けて

１．生活や経済活動を守る施策の推進

４．地震・津波防災訓練（防災-TEC）の
毎年実施

２．アクションプラン策定による
着実な施策の推進

「中部圏地震防災基本戦略」のポイント

国の機関や地方公共団体のみならず、学識経験者や地元経済界などが一体となって策定

被害の最小化のためには、各機関が緊密に連携し事前に十分な対策を講じることが必要

「中部圏地震防災基本戦略」の中から各機関の緊密な連携なくしては達成が難しく、
かつ緊急に対処すべき１０課題を「優先的に取り組む連携課題」として選定

３．「中部圏地震防災基本戦略」各施策について
国への働きかけ

H24.3.13 防災-TEC（防災訓練）

- 91 - 
 



（４）北陸信越運輸局における緊急時の輸送体制の確立に向けた取組 

北陸信越運輸局では、平成１６年１０月に発生した新潟県中越地震の際、物流面

において広域に散在する各避難所への緊急・救援物資輸送に大きな混乱が生じたた

め、災害時に物資の緊急・救援輸送等が円滑に行われるよう、被災自治体への物流

専門家の派遣等を盛り込んだ物資の緊急・救援輸送に関するモデル的な協定案を策

定し、管内各県、各県トラック協会及び倉庫協会に対し、協定の締結又は見直しを

働きかけた結果、平成１７年度中に管内各県において、県とトラック協会及び倉庫

協会との間で物流専門家の派遣及び物資保管等について定めた「災害発生時の物資

の緊急・救援輸送・保管等に関する協定」が締結されていた。 

これは、新潟県中越地震により物流面に関して大きな混乱が生じた原因は、関係

当事者間で、災害時の緊急・救援物資輸送協定等が締結されていなかったことが初

動対応の遅れに繋がったなどの課題を踏まえ、北陸信越運輸局が他の運輸局に先駆

けて行った取組であり評価できる。（資料Ⅲ－７） 

 

  資料Ⅲ－７ 緊急時の輸送体制の確立に向けた取組 

緊急時の輸送体制の確立に向けて 北陸信越運輸局
中越地震（平成１６年１０月２３日１７時５６分発生）

Ｍ６．８ 最大震度７（新潟県川口町（現在長岡市））
死者６８名、重軽傷者 約４，８００名
避難者 最大で１０万人超

全国から救援物
被災市町村の物資保管、避難所

資が輸送される
等への配送に混乱

新潟県トラック協会
新潟県倉庫協会専門家派遣

アドバイス
倉庫借上げ 等混乱解消 北陸信越運輸局

働きかけ

混乱の原因 ： 関係当事者間で、災害時の緊急・救援物資輸送協定等未締結

北陸信越運輸局

管内４県
（新潟県・長野県・富山県・石川県）

管内各県トラック協会
管内各県倉庫協会

協定締結

働きかけ 働きかけ

・物資輸送と物資保管は相互不可欠な一連の作業であることから、トラック協会のみならず倉庫協会
も当事者とした。

・緊急・救援輸送等に関して助言を行う物流専門家の派遣を要請事項に明記した。

平成１７年度中に管内各県とトラック・倉庫協会で協定締結
協定のポイント

- 92 - 
 



- 93 - 
 

関する取組 

合、メールにより

通

 

 

（５）九州運輸局における公共交通機関の運行（航）状況等の情報提供に

九州運輸局では、自然災害や事故発生等により公共交通機関に運行（航）障害が

発生した場合、 インターネット上に交通事業者自らが情報を入力することにより、

利用者に対してリアルタイムに運行（航）状況を交通機関別に提供するシステムで

ある「九州のりもの info.com」を開設し、情報提供を行っていた。（資料Ⅲ－８） 

 この「九州のりもの info.com」により、利用者は自宅・職場・外出先等場所を

問わず、最新の運行（航）情報を携帯電話やパソコンにより確認できるとともに、

あらかじめ情報を入手したい交通事業者、地域、路線名等を選択してユーザー登録

することにより、特定の交通事業者の提供情報に変更が合った場

知される。 

このように、自然災害や事故発生等により公共交通機関に運行（航）障害が発生

した場合の利用者に対する情報提供に関する取組としては、優れたものであり評価

できる。 

資料Ⅲ－８ 九州のりもの info.com の概要 

今まで、公共交通機関の運行（航）情報は報道機関・自社ホームページ・電話応対などで事業者毎に様々な手段で情報配信を行っていたが、
「のりものinfo.com」では、事業者がパソコンや携帯電話から「のりものinfo.com」へ直接登録することで、パソコン・携帯電話・地上波デジタル放
送を通じてリアルタイム

本システムは、平成１４年度国土交通省総合政策局の「ＩＴを活用した災害時等における公共交通機関別運行（航）情報提
供の高度化実証実験」で構築したシステム。平成１５年４月より運用開始。 平成１７年７月に九州鉄道協会、九州バス協会、
九州旅客船協会連合会の３者で「九州のりものinfo.com運営協議会」を設立し、共同で運営を行っている（事務局 九州バス協
会）。 九州運輸局は協力。システムの保持運営は、サーバ管理も含め西鉄情報システム㈱に委託。

に利用者へ情報提供。
交通事業者の運行状況が一目でわかる（運行（航）情報のまた、九州管内 ポータルサイト）。

PC

利用者鉄道事業者

バス事業者

フェリー等事業者

Imode
等

運
行
情

（パ
ソ
コ
ン
携
帯
電
話
か

入
力
）

報
入
力

ら
の

利用者

地上波デジタル放送

運
行
情
報
提
供
（
メ
ー
ル
に
よ
る
情
報
配
信
サ
ー
ビ
ス
）

公共機関

九州のりもの
info.com

運用イメージ 九州のりものinfo.com運営協議会

Ｗｅｂサーバー
（西鉄情報システム 九州鉄道協会

に設置）

九州バス協会

九州旅客船協会連合会

各バス事業者

各鉄道事業者
協力

九州運輸局

支援（運用サポート）

西鉄情報システム 各船舶事業者


